
式
目
註
釈
書
に
つ
い
て

池

内

義

資

　
【
要
約
】
　
こ
の
拙
稿
は
、
初
め
に
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
（
鎌
倉
幕
府
法
）
第
二
部
追
加
法
集
の
編
集
に
当
り
調
査
し
、
ま
た
、
そ
の
後
調
べ
た
諸

本
に
つ
い
て
の
解
題
を
試
み
、
柳
か
こ
れ
を
系
統
的
に
分
類
し
て
み
た
。
次
に
、
寒
冒
が
甚
だ
し
く
現
行
法
規
と
し
て
の
効
力
を
失
っ
た
室
町
末
期
か
ら
、

式
目
註
釈
学
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
ど
う
し
て
か
。
し
か
も
、
そ
の
式
目
註
釈
学
が
、
必
ず
し
も
今
霞
云
う
「
法
制
奥
学
」
で
な
く
、
著
し
く
漢
学
的
野
詰

学
で
あ
っ
た
の
は
ど
う
し
て
か
。
そ
の
よ
う
な
式
事
註
釈
家
に
は
ど
ん
な
家
筋
が
あ
っ
た
か
。
式
鼠
三
野
と
云
は
れ
た
斎
藤
・
飯
羅
・
清
家
の
う
ち
、
前
者

が
不
振
に
陥
っ
た
後
も
、
独
り
清
家
の
栄
え
た
の
は
ど
う
し
て
か
。
そ
れ
は
、
清
家
の
家
学
の
然
ら
し
め
る
所
で
あ
る
と
思
う
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
卑
見

を
述
べ
た
。
も
と
よ
り
甚
だ
し
く
粗
雑
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
彦
の
お
教
え
を
仰
ぎ
、
よ
り
ま
と
ま
っ
た
も
の
に
し
た
い
。

式目註釈轡について（池内）

ま
　
え
　
が
　
き

　
私
は
所
蔵
者
各
位
の
ご
好
意
に
よ
り
、
左
記
の
式
目
註
釈
書
の
古
写
本
・
古

刊
本
を
調
査
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
此
外
に
も
冤
た
い
古
写
本
が
相
当
あ
る
が
、

そ
れ
は
他
鴇
を
期
す
る
こ
と
に
し
て
、
一
応
整
理
し
、
御
教
え
を
乞
う
こ
と
に

し
た
。
式
目
が
現
行
法
と
し
て
の
効
力
を
失
っ
た
室
町
宋
期
よ
り
諸
家
の
式
目

に
関
す
る
註
釈
学
が
与
っ
た
。
私
は
こ
れ
を
式
目
譲
釈
学
と
名
付
け
た
い
。

隔
　
式
目
註
釈
書
の
分
類

註
一
、
写
・
刊
本
の
別
、
所
在
を
示
し
、
奥
霞
の
あ
る
も
の
を
前
に
し
、
無
き

　
　
も
の
を
後
に
し
た
。

　
二
、
蒋
に
「
於
先
々
成
敗
事
雪
嶺
」
の
小
書
の
有
無
、
第
四
条
賊
物
（
財
物
Y

　
　
第
一
八
条
忠
孝
（
憲
孝
）
・
第
六
条
沙
汰
出
来
（
沙
汰
来
）
の
別
を
掲
げ

　
　
た
の
は
、
そ
の
註
釈
書
の
拠
っ
た
式
目
本
を
示
す
。
但
、
式
璃
聞
書
に
は

　
　
式
琶
本
交
を
載
せ
ず
、
沙
汰
出
来
（
沙
汰
来
）
を
載
せ
な
い
も
の
が
あ
る

　
　
か
ら
、
こ
れ
を
記
さ
な
い
も
の
あ
れ
ば
、
こ
れ
が
出
て
な
か
っ
た
と
了
解
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さ
れ
た
い
。

　
三
、
　
一
i
三
嗣
の
番
号
は
私
の
見
た
古
写
本
・
古
刊
本
を
第
一
類
よ
り
第
七

　
　
類
に
通
番
し
た
の
で
「
類
」
は
同
系
本
を
示
す
。

　
四
、
同
系
の
転
写
本
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
ほ
、
そ
の
旨
を
記
し
た
。

　
五
、
窮
六
類
を
A
、
B
、
C
、
D
に
分
っ
た
の
は
、
A
、
B
は
著
述
者
の
明

　
　
ら
か
な
も
の
、
C
は
著
述
者
の
家
は
わ
か
る
が
、
そ
の
人
を
き
め
か
ね
る

　
　
も
の
、
D
は
A
の
系
統
本
で
あ
る
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
穴
、
主
要
な
る
も
の
に
は
、
解
説
や
系
図
等
を
も
加
え
た
。

　
七
、
昏
類
の
末
尾
に
そ
の
「
類
」
に
つ
い
て
の
所
見
を
加
え
た
。

　
第
幽
類
（
一
一
四
）

（一

j
　
硯
蓋
書
聞
書
　
写
（
影
写
本
）
一
冊
徽
鯨
梵
嘱
礫
囎
螺
橘
呂
臨
畷
獄
舗

　
　
奥
露

　
　
万
治
元
年
九
月
十
四
十
五
両
臼
桑
酒

　
　
旧
式
果
「
於
先
晟
敗
事
者
嶺
」
の
小
書
あ
る
本
（
以
下
小
書
と
略
称
）
、
賊

　
　
物
・
忠
孝

（
二
）
　
池
辺
本
御
成
敗
式
認
注
　
写
一
冊
　
艇
大
本

　
　
奥
書

　
　
右
一
本
、
先
年
以
晶
足
利
講
席
ン
裏
書
「
筆
レ
之
、
不
レ
幾
而
失
却
、
以
岨
其

　
　
証
本
一
筆
レ
之
、
働
備
立
野
以
重
写
レ
詩
話
也
、
問
注
前
之
一
流
秘
中
之
秘

　
　
也
、
量
容
易
哉
、

　
　
　
　
天
文
廿
三
蓋
八
月
中
旬

　
　
　
　
　
　
　
’
》

　
　
宇
戸
式
目
本
　
小
書
無
き
本
、
臓
物
・
忠
孝

　
註
　
宣
賢
の
倭
朝
論
砂
に
近
来
関
東
で
も
式
目
謎
釈
学
が
盛
ん
に
な
っ
た
と

　
　
あ
る
の
は
或
は
此
箏
．
を
云
う
か
。

（
三
）
御
成
敗
式
目
注
（
亦
名
御
成
敗
式
条
諺
・
舐
）
写
一
冊
灘
膨
大

　
　
奥
書

　
　
零
時
慶
長
十
二
小
春
断
五
日
書
写
畢
、
福
聚
院
快
孝
也
（
快
拳
二
字
抹
消

　
　
の
跡
あ
り
）

　
　
本
書
は
（
二
）
の
転
写
本
で
あ
る
。

（
四
）
式
目
　
写
一
冊
　
　
　
鱗
瀬
概
綴
議
餅
灘
綱
融
耀
羅
族

　
　
奥
書

　
寛
永
五
年
辰
霜
月
廿
七
田
ト
有
ル
ヲ
写
也

　
　
子
時
享
保
十
一
年
丙
午
七
月
廿
八
日
写
終
ル

　
　
本
書
亦
（
二
）
の
転
写
本
の
再
転
写
本
で
あ
る
。

　
　
所
拠
式
冒
本
　
倶
、
賊
物
・
忠
孝
と
せ
ず
、
財
物
・
志
孝
に
作
る
の
は
、

　
　
こ
れ
を
転
写
し
た
時
代
に
は
清
家
本
式
睡
の
財
物
・
志
孝
が
式
目
本
来
の

　
　
用
宇
と
一
般
に
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
此
等
四
本
は
闘
注
所
の
式
霞
に
対
す
る
見
解
を
伝
え
た
も
の
で
、
所
拠
の
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
目
本
は
所
謂
問
注
所
系
統
本
で
あ
る
。
問
注
所
証
本
は
畑
鼠
原
本
と
考
へ
ら

れ
る
。
（
二
）
以
下
に
「
小
書
」
の
説
明
が
無
い
。
（
二
）
の
講
ぜ
ら
れ
た
時
代
に

　
は
こ
の
「
法
の
不
遡
及
」
の
原
剛
た
る
「
小
書
」
の
説
明
を
必
要
と
し
な
か
っ
た

。
た
め
で
あ
ろ
う
。
式
目
の
主
要
字
句
を
掲
晒
し
て
、
そ
れ
に
「
読
み
様
」
・
字
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式日註釈書について（池内）

　
義
・
条
文
の
大
意
を
平
易
に
述
べ
た
所
謂
式
羅
聞
書
で
あ
る
。
特
に
注
意
す

　
べ
ぎ
は
、
問
注
所
の
見
解
を
伝
え
、
敢
て
他
家
の
所
説
を
掲
げ
て
な
い
点
で

　
あ
る
。
　
「
小
書
」
有
、
謡
物
・
忠
孝
は
式
目
原
本
の
形
態
で
あ
る
。

　
①
芦
雪
本
端
書
（
岩
崎
本
式
§
・
天
正
弐
式
目
抄
亦
同
意
）
。

　
第
二
類
（
五
－
七
）

（
五
）
　
恵
類
本
片
仮
名
抄
　
写
一
冊
　
漿
大
本

　
　
奥
書

　
　
永
禄
九
年
丙
寅
霜
月
九
臼
房
州
太
神
宮
大
鑑
一
口
篇
精
奮
一
恵
輪
回
之
畢

　
　
所
拠
式
二
本
　
小
書
無
ぎ
本
、
賊
物
・
忠
孝
・
沙
汰
出
来

（
六
）
　
御
湿
成
而
敗
式
日
H
聞
書
泓
写
一
㎜
滞
　
東
洋
激
騰

　
　
奥
書
無
　
　
年
代
者
不
詳
（
但
江
戸
中
期
以
前
ヵ
）

　
　
所
拠
式
醸
本
　
小
書
無
き
本
、
鍼
物
・
忠
孝
・
沙
汰
出
来
共
に
載
せ
ず
、

（
七
）
御
成
敗
式
目
泓
写
一
冊
　
理
財
鰍
蝉
礁
鮮
螂
日

　
　
奥
書
無
　
年
代
筆
者
不
詳
（
但
江
戸
中
期
以
前
ヵ
）

　
　
所
拠
式
目
本
　
小
書
無
き
本
、
職
事
・
忠
孝

　
此
等
三
本
も
亦
式
目
聞
書
で
あ
る
。
式
B
条
文
を
掲
出
せ
ず
、
そ
の
主
要
字

　
句
の
み
を
掲
げ
て
　
「
読
み
様
」
・
字
義
・
条
文
の
大
意
を
平
易
に
述
べ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
②

　
の
で
あ
る
が
、
安
保
・
上
野
両
家
の
「
読
み
様
一
、
字
義
を
重
視
し
、
必
ず
こ

　
れ
を
並
べ
記
し
て
い
る
。
そ
の
聞
に
、
中
原
・
清
家
・
管
原
・
大
江
の
読
み

　
　
　
　
　
③

　
を
挙
げ
、
呉
音
・
漢
音
を
挙
げ
条
文
の
大
意
を
述
べ
る
の
に
、
　
「
法
意
」
と

て
明
法
家
の
説
を
引
き
、
文
字
・
字
句
の
出
典
を
和
漢
の
典
籍
に
求
め
た
所

も
あ
る
。
追
加
法
令
は
そ
の
発
布
年
次
、
要
胃
を
摘
記
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

①
安
保
・
上
野
両
家
は
清
家
以
前
の
式
濤
註
釈
家
で
あ
る
。
何
れ
も
問
注

　
所
の
系
統
を
承
け
る
。
安
保
氏
は
鎌
倉
時
代
泰
蒋
と
姻
戚
関
係
が
あ
っ
た
。

　
式
習
本
に
安
保
本
が
あ
り
、
虐
7
5
本
は
現
存
し
な
い
が
、
そ
の
片
鱗
は
芦
抄

　
等
で
窺
え
る
。
芦
抄
・
岩
騰
本
等
に
式
霞
藻
本
の
伝
本
を
示
す
記
載
が
あ

　
る
が
、
そ
の
中
に
安
保
本
が
あ
る
。
安
保
本
は
鶴
岡
八
幡
江
別
当
職
本
の

　
転
写
本
で
鶴
岡
八
幡
宮
別
当
職
本
は
、
運
長
本
台
本
の
校
含
本
で
あ
る
。

　
八
幡
宮
別
当
職
本
は
問
注
所
町
野
家
保
管
の
式
目
証
本
（
原
本
）
の
転
写

　
本
で
あ
る
。
二
毛
本
・
藤
寅
幹
旧
蔵
太
：
茸
抄
・
京
本
・
三
士
は
起
請
文

　
の
次
に
「
貞
応
嘉
禄
以
後
盗
賊
跡
菓
漏
以
下
三
五
ヵ
条
の
追
撫
を
載
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
安
）

　
こ
の
形
の
式
冒
本
は
「
関
東
阿
保
纏
頭
．
本
」
で
あ
る
。
「
関
東
安
保
軸
流

　
．
本
」
を
以
て
、
直
ち
に
安
保
本
と
す
る
こ
と
は
繊
来
な
い
が
、
安
保
本
と

　
極
め
て
親
近
性
の
あ
る
本
で
あ
る
。
式
目
原
本
と
臼
す
べ
ぎ
古
写
本
無
き

　
に
於
い
て
は
、
こ
の
関
東
安
保
三
流
ノ
本
即
ち
運
長
本
・
藤
貞
幹
旧
蔵
本
・

　
芦
抄
等
は
式
醗
原
交
研
究
の
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
（
『
史
林
』
一
九
穴
二

　
年
第
四
号
拙
稿
参
看
）
安
保
氏
が
式
麟
註
釈
学
に
顕
著
に
な
っ
た
の
は
冶
皿

　
町
期
で
「
氏
泰
」
の
実
名
で
挙
げ
る
も
の
も
あ
る
。
関
係
史
料
を
あ
げ
る

　
と
、
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丹
治
姓
安
保
系
図
（
抄
）
　
松
本
市
守
縦
家
蔵

　
　
　
宣
化
天
皇
一
檜
隈
親
王
i
家
範
・

　
　
　
　
　
　
　
　
安
僚
新
兵
衛
尉
丹
後
守

…
：
経
泰
i
光
泰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
建
武
年
中
タ
リ

覆
五
郎
左
断
尉
次
躯
霧
纂
管

泰
規

次
郎
　
在
籍
門
少
輔
（
マ
・
）
園
幡
嘗

畏
鄭
寺
殿
（
簿
氏
）
獅
隠
入
也

憲
光

応
永
年
中
初
轟
轟
定
衆

宗
繁

三
郎
欝
濃
守
法
名
浄
所
号
漿
鴛

次
郎
　
常
睦
権
守

右
衛
門
佑
入
道
樺
㌶
御
退
浩
刻
灘
越
上
裾
云
々

憲
祐

五
徳
二
年
八
月
廿
四
臼
肉
殺
ス
ル
也

氏。

泰。

次
郎
中

少
輔
法
名

天

中
照
郎
中
鵬
少
輔
償
濃
守
法
名
雷
安
全
薩

泰
広

　
　
　
叉
罵
蔀
中
護
大
輔

［
一
一
（
露

　
　
傑
安
保
蕃
　
　
（
安
婁
礎
畠
嚢
鍵
馨
印
行
）

　
　
　
　
（
灰
泰
）

伯
父
信
濃
守
名
代
纂
申
上
候
、
御
心
得
候
、
巨
細
高
助
可
申
遣
候
、
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
足
利
窩
基
）

　
　
　
　
五
日
〃
十
六
［
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曲
化
押

　
　
　
　
　
　
　
（
寮
広
力
）

　
　
　
　
　
安
保
丹
四
郎
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
宗
繁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
籔
袷
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
氏
泰
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
索
広
）

此
家
戯
事
、
名
雪
隠
地
上
州
境
二
候
之
間
、
曾
祖
父
東
岩
之
時
常
陸
守
舎
弟
二
翰
墨
四
鄭
為
代
官
御
当
方
為
島
廻
候
、
被
申
候
、
帯
其
儀
全
妻
事
為
伯
父
天

曼
讐
・
議
論
之
富
仕
農
キ
・
釜
酒
事
絶
故
・
全
隆
養
護
弊
習
聖
霊
其
方
漢
為
嫡
子
令
相
葎
三
匙
藩
愚
蒙
前
々
惣
領
蜘

代
官
御
当
方
可
走
魍
候
、
至
有
不
儀
者
、
彼
富
盛
知
行
忌
事
二
目
為
其
方
計
候
、
唱
導
後
納
一
札
於
遣
瀬
霜
露
、
謹
醤

　　

@
天
峯
二
轟
七
尋
三
・
　
　
　
　
　
趨
．
（
花
押
）
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式難註釈露について（池内）

　
②
　
選
長
本
一
木
尾
参
看
、
上
野
氏
に
つ
い
て
は
私
に
は
知
見
が
な
い
。
三
浦

　
　
周
行
博
士
尉
、
続
法
制
史
研
究
』
八
九
〇
頁
に
、
上
野
氏
は
蜜
野
羊
府
の
奉

　
　
行
家
で
あ
っ
た
と
云
う
記
載
が
あ
る
。

　
③
法
書
は
呉
音
読
み
が
本
筋
な
る
も
漢
音
も
あ
る
と
諸
註
釈
に
云
う
。

　
第
三
類
（
八
－
一
四
）

（
八
）
　
薦
雲
本
御
成
敗
式
臼
抄
　
写
一
冊
想
憶
難
蝋
縁
次
拝
任
騨
灘
綱
嬬
構
難
欺
遷
糧
鰐

　
　
抄
と
酪
意
、
以
下

　
　
中
法
｝
と
略
称
す
）

　
　
奥
書

　
　
予
時
天
丈
廿
二
年
閣
正
月
誌
之
　
藤
雪
（
花
押
）

　
　
所
拠
式
目
本
　
小
書
あ
る
本
、
願
物
・
忠
孝
・
沙
汰
紛
来
、
註
釈
丈
段
中

　
　
に
追
加
法
令
を
引
諾
せ
ず
、
こ
れ
を
起
講
交
の
後
尾
に
「
貞
応
嘉
禄
以
後

　
　
盗
賊
跡
事
」
以
下
三
五
ヵ
条
を
一
括
編
算
す
る
。

（
九
）
　
達
蔵
司
本
御
成
敗
式
臼
　
写
一
冊
　
鯨
縣
獄
騨
一
瓢
潮
雲
棘
繊
瑚

　
　
奥
書

　
　
達
蔵
司
黒
印
　
年
代
筆
者
不
詳
（
但
江
買
中
期
以
前
ヵ
）

　
　
所
長
式
匿
本
（
八
）
に
同
、
端
書
は
（
八
）
と
趣
き
を
異
に
す
る
も
（
八
）
と
同

　
系
本
で
あ
る
。

（一

Z
）
　
敦
賀
屋
版
式
罠
注
　
刊
上
下
二
冊
　
環
大
本
（
中
法
一
敦
注
）

　
　
刊
行
年
次
無
（
江
戸
中
期
以
前
）
、
上
巻
は
式
鷺
註
釈
、
下
巻
は
「
貞
応
嘉
禄

　
　
以
後
盗
賊
事
事
」
以
下
追
加
法
令
三
五
ヵ
条
を
載
す
。
（
八
）
の
版
本
で
あ
る
。

　
　
雪
隠
式
艶
本
（
八
）
に
同
、

（一

黶
j
　
欄
新
手
拓
本
御
成
敗
式
目
注
　
刊
上
下
二
巻
含
綴
本
一
塁
寮
洋
算
鷹

　
　
本
書
は
（
一
〇
）
の
合
綴
本
で
襯
斎
の
「
書
入
れ
」
が
あ
る
。

（一

�
j
　
式
目
　
写
一
甜
　
　
高
野
山
大
学
図
欝
館
（
持
明
院
寄
托
本
）

　
　
題
箋
下
に
　
修
禅
院

　
　
奥
に
　
泉
州
久
米
田
寺
多
聞
院
長
賢
求
之

　
　
年
代
筆
者
未
詳
（
但
江
戸
中
期
以
前
ヵ
）

　
　
内
容
は
（
八
）
と
同
系
の
異
本
、
倶
追
舶
の
部
を
湖
ぐ
。

（一

O
）
　
團
本
御
成
敗
式
醸
注
　
写
一
柵
　
内
閣
文
隊
（
温
故
堂
陰
蔵
本
）

　
　
混
撃
発
史
屋
、
和
学
講
談
所
の
朱
印
を
押
捺
す
る
。
年
代
筆
者
不
詳
、

　
　
（
八
）
の
同
系
異
本
、
但
「
追
金
」
の
部
を
闘
ぐ
。
続
々
類
従
七
所
収
「
御

　
　
成
敗
式
臼
注
」
の
標
註
、
愛
楽
は
本
書
よ
り
採
る
。

（一

l
）
　
続
々
類
従
七
所
期
　
御
成
敗
式
旧
注
　
刊

　
　
巻
頭
例
言
に
よ
る
と
、
閣
本
古
板
本
（
畠
平
坂
学
闘
断
旧
蔵
本
）
を
謄
写
し
温
故
旧
堂
蔵

　
　
本
（
一
三
）
に
よ
り
、
標
註
、
鋳
註
を
条
下
に
挿
入
し
、
更
に
黒
川
真
頼

　
　
本
を
以
て
校
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
閣
本
古
板
本
は
上
掲
（
一
〇
）
の
上
巻

　
　
な
る
こ
と
、
両
者
を
対
校
し
て
明
ら
か
と
な
っ
た
。
黒
川
真
頼
本
の
所
在

　
　
は
知
ら
な
い
。
益
田
宗
氏
の
御
示
教
に
よ
れ
ば
、
蔽
抄
（
八
）
系
の
異
本
で

　
　
あ
ろ
う
が
所
在
は
知
ら
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
此
等
七
本
は
薩
抄
系
統
本
で
（
八
一
一
一
）
の
四
本
は
そ
の
虐
7
6
本
で
あ
る
。

　
こ
の
四
本
申
、
最
善
本
は
紀
年
、
筆
者
の
閾
ら
か
な
芦
抄
（
八
）
で
あ
る
。
後
尾
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に
「
寅
応
嘉
禄
以
後
盗
賊
跡
事
扁
以
下
三
五
ヵ
条
の
追
加
法
令
を
編
纂
附
載

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

す
る
。
こ
の
追
加
法
令
三
五
ヵ
条
を
附
載
す
る
式
目
本
は
、
上
長
本
・
藤
貞

幹
旧
蔵
本
（
黒
鉱
）
で
、
穂
紅
中
轟
士
の
「
藤
斑
幹
旧
蔵
本
靡
の
書
入
れ
」

に
よ
れ
ば
、
此
等
三
本
は
同
一
人
の
手
に
成
る
と
云
う
か
ら
、
運
監
本
・
藤

貞
幹
旧
蔵
本
の
筆
者
も
亦
「
蔵
雲
ご
と
云
う
こ
と
に
な
る
。
但
、
こ
の
二
本

の
式
目
本
に
は
紀
年
が
な
い
。
ま
た
、
両
本
を
対
校
す
る
と
、
文
事
に
出
入

が
あ
る
か
ら
、
同
一
本
の
転
写
と
断
定
鵠
来
な
い
。

追
加
法
全
の
一
疋
の
仕
方
は
建
蔵
票
」
（
京
本
）
を
児
る
と
、
三
五
・
条
の

追
加
法
令
が
｝
度
に
編
集
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
追
加
法
集

の
成
立
過
程
を
考
え
る
に
ょ
い
史
料
で
あ
る
。
同
系
の
独
立
の
追
，
朋
法
集
は

謄
八
虐
社
本
（
中
法
一
崎
本
）
類
本
四
〇
癖
馬
　
）
に
あ
る
。
詳
し
く
は
「
中
型

こ
の
解
説
寛
ら
れ
た
い
。
薩
抄
（
八
）
は
宣
賢
沓
抄
（
誤
讃
鑓
一
）
と
並

ん
で
式
碧
研
究
家
の
夙
に
注
題
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
共
に
未
刊
で
あ
る
。

敦
賀
屋
板
耐
蝕
注
。
）
は
「
竃
抄
」
と
共
に
廷
戸
中
期
以
前
の
梨
で
、
共
に
稀

観
書
で
あ
る
。

①
第
二
類
註
一
参
看
。

　
（
一
二
　
一
四
）
の
三
本
は
蔵
抄
（
八
）
系
の
異
本
で
あ
る
が
、
此
等
ご
一
本
に

は
「
追
加
」
を
附
載
し
て
な
い
。
（
一
四
）
は
「
発
注
本
」
の
門
印
本
」
で
あ
る
。

倶
、
下
巻
「
追
加
」
を
採
ら
ず
。
此
外
、
式
醸
註
釈
霧
で
印
画
さ
れ
た
も
の

に
、
歪
＋
六
年
清
原
無
配
書
の
「
三
重
（
続
史
籍
集
騎
巻
二
）
と
下
腿
沓

聞
幕
際
坐
）
の
二
本
が
あ
る
。

　
藤
抄
（
八
）
以
下
は
式
目
本
を
文
段
を
区
籾
り
、
文
段
下
に
星
行
細
書
の
註

を
施
す
。
そ
の
文
体
は
擬
漢
文
体
で
あ
る
。
註
中
に
追
加
法
令
を
引
か
ず
起

請
丈
後
尾
に
三
五
ヵ
条
を
一
摺
編
章
す
る
こ
と
上
述
の
如
く
で
あ
る
。
安
保
・

上
野
の
「
読
み
様
」
、
字
義
を
並
べ
紹
介
し
、
ま
た
、
清
家
・
中
家
・
江
家
・
菅

家
の
「
読
み
様
」
を
も
併
記
し
、
和
漢
の
典
籍
を
引
い
て
文
字
・
字
句
の
出

典
を
示
し
、
法
意
・
律
令
二
戸
の
文
を
引
照
し
、
蒔
に
法
理
を
論
じ
た
所
が

あ
る
。
例
え
ば
式
目
二
七
条
「
未
処
分
跡
之
纂
」
に
於
い
て
、
法
曹
至
要
抄

を
引
い
て
遺
産
配
分
を
記
す
が
、
二
人
後
家
の
揚
合
は
如
何
に
す
べ
き
か
と

奉
行
佐
藤
加
賀
権
守
業
連
が
、
明
法
博
士
章
名
の
意
見
を
求
め
た
る
が
如
き

（業

w
七
九
条
に
署
名
せ
る
奉
行
）
、
或
は
ま
た
、
式
目
四
九
条
の
註
に
於
い
て
、
五

歳
の
幼
童
の
過
失
購
入
に
つ
い
て
の
訟
廷
に
於
け
る
取
扱
い
や
、
刑
事
責
任

能
力
に
つ
い
て
述
べ
た
る
が
如
ぎ
は
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
法
文
の
構

成
に
於
い
て
寒
紅
三
条
の
門
付
夜
討
強
盗
由
賊
海
賊
等
事
也
」
は
「
付
タ
リ
」

な
れ
ば
小
書
に
書
く
べ
し
と
云
い
、
二
条
の
「
先
条
」
は
一
条
を
、
二
六
条

の
「
先
条
」
は
二
〇
条
を
指
す
と
云
い
、
前
後
法
文
の
関
連
を
示
す
等
、
第

一
類
、
第
二
類
の
註
釈
書
に
比
し
て
、
そ
の
詮
釈
は
精
密
と
な
り
、
式
厨
註

釈
学
が
漢
学
に
基
く
訓
詰
学
と
な
れ
る
特
色
を
濃
厚
に
し
て
い
る
。

　
此
等
の
諸
本
中
、
麓
抄
・
達
蔵
司
本
に
は
端
書
が
あ
る
。
薦
抄
の
端
書
は

　
　
　
　
　
　
　
①

後
人
の
添
加
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
こ
こ
に
式
量
飼
定
の
由
来
、
式
穏
撰
者
、
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式醤蕪釈書について（池内）

　
法
の
本
質
、
式
臼
を
五
一
ヵ
条
に
し
た
わ
け
等
を
述
べ
、
ま
た
、
式
目
原
本

　
の
在
り
場
所
、
及
び
そ
の
伝
本
の
仕
方
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
こ
の
端

　
書
は
中
世
宋
期
の
思
想
・
学
問
史
の
研
究
に
役
立
つ
し
、
ま
た
式
目
原
文
の

　
研
究
に
役
立
つ
。

　
①
　
植
木
痘
一
郎
『
御
成
敗
式
目
研
究
』
五
五
五
…
五
五
九
頁
。

　
第
四
類
（
一
五
一
一
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
認
閉
女
島
（
三
浦
周
行
博
士
旧
蔵
本
）

（一

ﾜ
）
唯
藁
蓑
書
写
一
巻
一
軸
（
影
写
本
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
郡
大
学
文
学
部
国
史
研
甕
整

　
　
奥
書

　
　
此
式
臼
者
武
家
闘
鏡
政
道
之
要
栃
也
、
而
近
年
弁
＝
源
底
｝
知
匙
霊
鑑
一
之
人

　
　
（
少
力
）

　
　
是
小
験
、
働
僕
引
　
合
法
意
一
引
晶
勘
本
説
↓
品
川
端
書
｝
加
三
鐵
書
一
諾
　
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
故
ヵ
）

　
　
之
子
細
嚇
擬
昌
吾
党
之
固
実
↓
伝
鳳
授
群
息
親
類
一
畢
、
深
以
令
　
神
秘
｝
藪
莫
昌

　
　
外
見
一
尊
見

　
　
　
　
正
応
二
年
十
二
月
　
日
　
　
　
　
　
　
中
隠
沙
弥
唯
浄

　
現
存
挙
試
医
業
は
端
書
及
び
一
九
条
ま
で
が
端
閾
で
あ
る
か
ら
、
羅
物
・

忠
孝
・
沙
汰
疏
遠
は
な
い
。
宣
抄
（
嗣
系
本
書
之
）
に
は
清
大
外
記
教
隆
真
人
を
首
位

　
と
す
る
六
人
の
式
目
撰
者
の
列
名
が
、
こ
の
端
書
に
あ
っ
た
と
云
う
。

　
起
請
文
は
紀
年
・
浄
円
の
断
片
が
あ
る
か
ら
存
し
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。

現
存
本
に
あ
る
裏
書
三
二
、
「
読
み
様
」
を
註
す
る
概
六
ヵ
所
、
う
ち
二
様
の
「
読

み
様
」
を
寵
す
る
所
が
三
ヵ
駈
あ
る
。
「
読
み
様
」
を
正
す
と
云
っ
た
煮
繭
も
こ
れ

　
ら
に
つ
い
て
は
自
信
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
一
ヵ
所
清
籔
本
と
校
合
し

た
所
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
人
の
記
入
と
思
う
。
四
声
点
を
附
し
た
字
句
瞬
、

斎
藤
系
図
（
抄
）

　
　
　
　
正
幕
下
十
六

　
基
威
一
基
高
－

　
　
　
　
死
七
十
三

一
基
政

毒
念
離
融
儲
離
婁
糟

一
基
義

－
葉
一
差
直
訴
幣

　
関
係
文
書

　
近
備
家
領
丹
波
国
宮
田
庄
文
書
所
収
、
正
安
二
年
四
月
屡
同
量
領
掌
円
詮
の

　
庭
中
申
状
に
門
四
番
引
付
開
麗
斎
藤
基
任
」
が
指
箆
の
奉
行
伯
父
藤
内
兵
衛

　
入
道
唯
浄
を
忌
避
す
る
と
あ
る
。

（一

Z
）
　
関
東
伽
脚
式
目
　
　
写
一
皿
川
　
　
　
　
陽
㎎
丈
醸

　
　
監
獄
に

　
書
云
、
永
仁
四
年
二
月
十
一
日
書
終
之
本
抄
在
レ
之
、
省
略
之
上
錯
乱
之
間
、

　
不
レ
麟
　
悪
筆
一
躍
致
晶
自
書
一
畢
（
灘
鵡
鋤
鹸
璽
端
琳
目
凹
醐
）

此
式
厨
ハ
武
家
之
亀
鏡
、
政
道
之
鳳
交
也
、
僕
在
俗
之
昔
文
永
之
比
、
響
町
文

選
読
合
斎
参
孟
京
大
夫
立
国
亭
ゑ
餉
臨
時
被
レ
命
云
、
検
番
参
ヤ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ

　
フ
志
叉
ア
リ
、
尊
君
乃
之
処
、
云
レ
是
云
レ
非
、
文
蹴
畢
珍
重
也
、
詞
ツ
、
メ
テ
、
逸
出
忌

　
ヨ
リ
モ
甘
心
ス
ト
適
、
僕
対
申
テ
云
、
式
条
エ
ア
ラ
ズ
式
目
候
、
京
兆
又
被
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
ト

命
テ
云
ク
、
イ
サ
ト
ヨ
何
ニ
テ
モ
ア
レ
殊
勝
也
逮
、
武
州
禅
毒
言
徳
島
後
身

申
説
候
、
権
化
人
為
、
勿
神
妙
無
尿
、
彼
望
事
ハ
祖
父
六
角
中
納
雷
親
藩
卿

　
　
　
　
　
　
　
①

外
祖
菅
太
欝
金
長
卿
近
比
碩
儒
火
才
人
也
、
褒
美
之
条
難
レ
有
察
甦
、
彫
心
レ
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顧
　
傍
輩
之
瑠
瞬
嚇
只
任
二
短
才
之
頑
愚
輔
兼
隷
書
子
細
所
瓢
勒
注
一
也
、

所
母
式
唐
本
　
小
書
無
き
本
、
艶
物
・
忠
孝

①
菅
原
系
図
高
辻
撮
是
綱
…
宣
忠
－
長
守
i
為
長

式
目
三
二
条
の
「
国
人
」
は
後
嵯
峨
法
皇
の
御
評
「
邦
仁
」
と
異
字
同
音
な

れ
ば
避
講
す
べ
し
と
一
応
は
云
5
が
、
宜
抄
の
如
く
詳
密
に
理
由
を
あ
げ
な

い
。
却
．
て
、
諸
本
に
云
わ
な
い
八
条
「
叙
用
偏
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
ノ
ニ
ハ
ノ
　
　
シ
チ

　
叙
用
序
也
、
漁
押
此
一
略
口
陥
徹
田
川
麟
字
㎜
W
思
慮
ツ
カ
ー
ウ
ヘ
キ
駄
、

と
叙
用
は
臨
書
の
著
述
者
に
と
っ
て
は
、
必
ず
避
緯
す
べ
き
先
祖
の
名
で
あ

る
と
云
う
。

斎
藤
系
図
（
尊
卑
分
脈
）

撃
利
仁
熱
灘
倒
叙
環
依
補
斎
密
頭
也
（
瀦
遠
軽
邦
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
L

1
・

清

定
1

長
定

浄
円
式
目

菓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
時

　
　
　
　
　
　
趨
謙
丈
磐
澗
農

　
本
書
端
書
に
は
式
目
撰
者
を
清
大
外
記
魂
胆
真
人
を
蔚
位
に
島
人
の
列
名

を
あ
げ
る
。
本
書
は
唯
浄
…
異
書
の
成
り
し
正
応
二
年
を
下
る
こ
と
、
僅
に
七

　
　
　
　
①

年
永
仁
四
年
の
述
作
で
あ
る
。
私
は
上
掲
「
叙
薦
」
の
置
型
よ
り
、
本
書
も

亦
、
斎
藤
家
説
に
基
く
註
釈
書
と
考
定
し
た
。
斎
藤
家
に
は
夙
に
式
倒
撰
者

を
清
大
外
記
教
隆
莫
人
以
下
六
人
と
す
る
家
説
が
存
し
た
と
見
る
べ
き
で
、

従
っ
て
、
現
在
端
園
に
な
っ
て
い
る
唯
瀞
裏
書
の
端
書
に
こ
の
黄
人
の
列
名

　
　
本
名
伸
光
丈
永
二
年
七
月
十
八
日
卒
、

清
厘
系
図
（
庶
子
近
澄
流
）

が
存
し
た
と
す
る
清
家
説
を
雅
意
に
否
定
出
来
な
い
と
思
う
。
清
象
が
何
故

に
唯
浄
を
尊
重
し
て
痛
家
の
説
を
飾
っ
た
か
は
、
次
の
系
図
を
見
れ
ば
、
自

ら
諒
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

清
原
系
図
（
類
本
）

灘
大
外
韻
正
五
硫
喋
直
讐
博
一
飛
．
韓
農
講
羅
欝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
由
ハ
十
七
繊
威
　
　
　
　
　
　
　
　
　
応
一
切
年
一
工
日
〃
七
回
卒
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
十
歳

清
定

だ
衛
門

実
藤
原
以
邦
男
、
鎌
倉
右
大
疑
家
令

斎
藤
系
図
（
尊
媒
分
脈
）

　
　
号
疋
田
友
籍
門

以
成
　
　
　
　
　
以
邦
i
清
定

　f

満
定

簸
謬
土尉

星

百

華

年
六
一レ

九

　1
　長
　定
応円灘霞
元’東兵
年朗斜三戸

十鋒定購
月流衆

十項
一子本
日孫屑i

卒有畳
四藤斎
十氏畷
三三之’

　内出
　’家
　延浄

右
獅
門
尉
、
図
叢
允
、
だ
翻
門
尉

渚
源
構
定
為
子
又
艦
藤
原

　
　
　
　
兵
衡
尉

一
長
定
1

　…　
…
　
　
　
左
徽
閏
尉

　
…
i
馳
三
量

　
　
　
ソ
存
艮

　
①
三
浦
周
行
「
続
法
創
史
研
究
』
（
八
八
四
一
八
八
五
頁
）
薄
藍
は
本
欝
を

　
　
鎌
倉
臨
代
の
も
の
と
認
む
。

（一

ｵ
）
関
菓
武
家
式
目
影
写
杢
醗
饗
難
醇
難
醗
熟
躍
…

　
　
干
時
臨
永
五
年
戊
戌
正
月
十
八
日

　
　
　
　
　
延
徳
緊
張
天
霜
月
五
霞
書
写
畢
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武目註彩ミ塾｝｝こつ覧、て　（？也FJ『｝）

　
　
　
　
九
州
筑
前
国
鞍
手
郡
粥
田
庄
暴
政
西
台
騰
英
財
主
也

　
　
所
拠
式
美
本
　
小
書
無
き
本
、
職
物
・
忠
孝

　
本
書
を
（
一
六
）
に
対
校
す
る
と
本
書
に
は
相
当
の
漏
脱
錯
簡
が
あ
る
。
両
本

　
を
比
較
す
れ
ば
（
一
六
）
が
善
本
で
あ
る
。
本
書
に
は
（
一
穴
）
の
賊
文
の
初

　
に
あ
る
「
書
云
、
永
仁
四
年
述
」
の
三
五
字
を
間
ぐ
。
ま
た
、
「
此
式
目
煮
」

　
の
肩
に
「
本
云
」
と
加
え
る
か
ら
、
　
「
此
式
心
持
」
は
同
系
の
他
本
か
ら
採

　
っ
て
加
え
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
但
、
舞
文
は
（
一
穴
）
の
満
文
の
錯
誤
を

　
訂
正
す
る
も
の
が
あ
る
。

（
一
八
）
　
岩
綺
本
式
臼
　
　
　
　
影
写
一
冊
　
策
大
本

　
　
奥
書
無
、
年
代
筆
者
未
詳

　
　
所
拠
式
目
本
　
小
書
有
る
本
、
軽
物
・
忠
孝
・
沙
汰
毘
来

　
式
臼
八
条
註
門
叙
爵
」
の
避
溢
が
（
一
六
）
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
本
書
亦

　
斎
藤
家
説
を
承
け
た
註
釈
盤
と
す
る
。
本
書
は
鶴
岡
本
。
延
臣
裏
書
と
親
近

　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
②
　
　
③

　
性
の
濃
い
も
の
で
あ
る
。
安
保
・
上
野
説
を
採
り
、
法
意
を
引
き
、
訓
詰
に

　
努
め
て
い
る
。
追
加
法
令
は
式
鼠
四
八
条
に
一
ヵ
条
を
引
用
す
る
の
み
。
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
請
文
錠
中
に
「
張
良
一
巻
丘
ハ
書
意
」
を
云
う
か
ら
、
池
辺
本
（
蝉
じ
、
貞
∵
永
式

旦
標
擁
諜
第
）
と
関
連
集
あ
る
。

　
①
　
中
法
一
　
佐
藤
進
一
氏
解
説
参
震
。

　
②
　
第
二
類
註
参
麿
。

　
③
　
問
　
上
。

　
　
此
等
四
本
（
一
五
i
一
八
）
は
斎
藤
象
説
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
四
本
中
（
一
五
）
は
最
古
の
式
目
識
釈
書
で
あ
り
、
式
爵
註
釈
書
の
最
も
古

い
形
で
あ
る
。
（
一
穴
・
｝
七
）
は
式
屠
条
文
を
掲
出
せ
ず
、
主
要
字
句
を
掲

げ
て
、
註
釈
を
加
え
る
も
、
上
野
・
安
保
を
あ
げ
な
い
。
追
加
法
令
は
発
布

年
次
と
そ
の
要
項
を
示
す
の
み
で
あ
る
。
端
書
に
は
式
目
の
制
定
、
式
目
の

本
質
、
法
意
と
の
関
係
等
を
述
べ
、
民
政
の
要
諦
を
論
じ
て
い
る
。
（
一
六
・

一
七
）
が
上
野
・
安
保
を
採
ら
な
い
の
に
、
（
一
八
）
は
こ
れ
を
併
記
し
、
ま
た
、

法
曹
家
の
説
を
対
照
し
、
和
漢
の
典
籍
か
ら
、
文
字
・
字
句
の
鳩
典
を
あ
げ

た
噺
も
あ
る
。
文
段
を
区
切
り
、
文
段
下
に
双
行
細
書
の
識
を
施
こ
す
。
そ

の
端
書
及
び
起
請
文
Q
前
、
巻
宋
に
あ
る
細
書
に
は
式
画
の
形
態
・
式
目
の

伝
本
の
仕
方
等
を
記
す
。
こ
れ
は
蔵
抄
等
と
共
に
式
臼
原
本
の
在
り
場
所
、

そ
の
伝
本
、
式
目
原
文
の
研
究
上
よ
い
史
料
と
な
る
。
本
書
は
翌
月
裏
書

（一

ﾜ
）
と
共
に
鶴
岡
本
式
霞
に
最
も
親
近
性
の
あ
る
式
目
註
釈
書
で
あ
る
。

私
は
、
佐
藤
氏
が
鶴
岡
本
を
基
本
と
し
て
挙
げ
た
七
〇
例
（
実
数
は
七
一
）
に
つ
い
て
、

三
四
本
の
式
臼
及
び
そ
の
註
釈
書
古
写
本
・
古
刊
本
を
対
校
し
、
そ
の
結
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

此
等
豊
本
の
親
近
関
係
あ
り
と
す
る
佐
藤
氏
説
の
正
し
い
こ
と
が
判
っ
た
。

③
『
史
林
』
一
九
六
二
年
第
四
号
拙
稿
門
御
成
覇
業
冒
原
文
の
研
究
」
参
麿
。

　
第
玉
類
（
一
九
・
二
〇
）

（一

縺
j
　
御
成
敗
式
囲
栄
意
註
　
写
一
冊
　
慶
応
聾
難
大
学
図
凄
館

　
　
後
　
序

　
　
　
　
　
ト
云
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
ス
　
ヲ

　
此
御
式
目
集
空
語
護
憲
警
砲
政
這
之
鳳
文
也
、
　
与
昌
五
刑
一
二
千
之
条
蝋
均
レ
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
露
官
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な
　
レ
ヲ
　
ソ
バ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ハ
　
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ

焉
、
故
用
レ
旛
則
得
昌
大
平
之
旨
嚇
捨
レ
之
則
逢
昌
暴
虎
之
乱
一
審
、
聖
徳
太
子
描
眉

　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
メ
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
タ
タ
ス
　
　
　
　
ツ

十
七
箇
之
憲
法
㎝
治
壷
日
天
一
嵯
峨
法
皇
警
部
式
四
十
巻
格
十
巻
一
倍
晶
普
地
↓
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脱
力
）
テ
　
　
ワ
ソ
ハ
タ
み
　
》

之
、
公
家
之
法
意
・
史
書
・
全
経
不
レ
睡
葎
令
格
式
り
立
二
格
式
一
不
レ
正
漏
法
度
一
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ル
カ
｝

ト
シ
ヂ
コ
ロ
シ
ト
シ
テ
　

ヲ
　

サ
ク
ニ
ラ
ク
ノ
タ
ツ
シ
コ
　
ハ
シ
ノ
　
テ

毘
而
殺
レ
君
子
而
可
レ
殺
レ
父
者
也
、
策
林
日
、
三
皇
之
為
レ
君
者
無
鵡
常
心
↓
以
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ル
ヵ
）

　
　
　
ラ
ス
ト
　
タ
ツ
シ
コ
ハ
ツ
ノ
チ
　
　
ツ
ス
　
テ

天
下
回
心
一
気
レ
心
、
五
帝
之
為
レ
君
者
無
題
常
欲
↓
以
二
百
姓
之
欲
一
為
レ
欲
、
順
扁

其
か
扉
轡
．
磁
戴
府
．
麟
罵
饗
臨
昌
其
観
鳥
影
教
．
貼
．
あ
瑠
労
而
晦
“
、

　
　
　
　
ク
　
　
　
　
（
舛
螺
）
チ
ウ
　
　
　
ク
　
　
　
　
　
　
テ
ル
ユ
　
　
レ
ハ
　
ハ
　
　
　
ヲ
　
呼
ウ
（
撃
力
）

出
掛
之
民
弘
可
レ
封
、
傑
尉
之
民
永
可
レ
訣
、
撃
高
視
レ
之
不
レ
行
＝
法
令
｝
者
澆
李
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
ウ

ニ
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ

認
知
レ
道
乎
、
勧
善
懲
悪
乱
政
熱
意
昌
如
レ
此
之
書
一
焉
、

　
　
　
　
　
　
入
里
七
十
五
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
テ

傍
輔
翼
禅
門
者
雀
羅
院
之
後
身
也
、
権
化
之
才
賢
也
、
憐
一
；
智
力
銃
群
之
六

ヲ
　
ラ
　
ノ
　
ノ
ワ
　
　
テ
ク
ス
　
　
ノ
ト
　
テ
　
　

ト
　
　
　
ム

臣
｝
作
ゆ
斯
一
巻
書
嘉
而
以
長
謄
躍
扶
桑
法
↓
釜
日
晶
群
嘉
｝
也
、
条
々
約
昌
五
十
一

ロ　

@
　
　
　
　
　
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　

ヲ
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　

ニ
　
　
カ
ン
カ
ヘ
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ

員
一
貫
不
レ
顧
昌
後
編
之
誹
言
｝
頗
昌
短
才
之
頑
愚
｝
勘
コ
注
置
雅
言
之
玉
条
一
罪

　
　
シ
（
上
謎
建
獄
）
ハ
　
ノ
／
ツ
テ
荘
子
ヲ
憲
ソ
’
ヲ
　
　
　
　
ス

責
藤
織
レ
運
、
　
血
温
智
者
運
昌
邪
斤
一
為
扁
厭
風
一
老
鰍
、
僕
謹
序

（
註
釈
あ
る
も
管
略
）

　
右
筆
迷
謬
大
僧
都
塩
煮

予
時
委
六
鶴
饗
合
酊
写
之

　
所
拠
式
饅
本
　
小
書
無
き
本
、
賊
物
・
忠
孝
・
沙
汰
出
来

式
鼠
本
文
は
文
段
を
区
切
り
、
段
下
張
行
細
書
の
註
を
加
え
、
関
連
追
加
法

の
全
文
を
引
く
。
そ
の
数
一
二
ヵ
条
、
中
二
ヵ
条
は
本
書
の
み
に
あ
り
、
中

法
一
編
集
の
時
に
は
本
書
は
世
に
出
て
な
か
っ
た
の
で
採
録
し
て
な
い
。
中

法
一
改
訂
の
際
加
え
た
い
。

　
註
慶
感
義
塾
大
学
図
醤
館
報
四
一
号
阿
都
隆
一
氏
解
説
、
問
善
本
轡
臼
参
君

（
二
〇
）
　
式
目
註
　
　
写
一
冊
　
　
天
理
図
欝
館

　
本
書
を
（
一
九
）
と
対
校
し
た
が
「
書
き
様
扁
が
異
る
の
み
、
（
一
九
）
又
は

　
同
系
本
の
転
写
本
で
あ
る
。
但
、
本
書
に
は
「
小
書
」
が
あ
る
。
前
掲
（
一

九
）
四
韻
後
序
の
次
行
に
「
廼
牌
窮
第
一
七
龍
集
鱗
雲
一
日
書
」
と
あ
り
、
つ

　
い
で
、
愚
答
の
賊
語
奥
書
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
シ
テ
　
ヶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ

　
黄
薦
擢
雲
出
世
禰
以
頓
漸
通
励
之
教
コ
導
大
上
向
下
之
人
一
也
、
碧
眼
胡
僧
西

　
　
　
タ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
ハ

　
来
而
自
扁
薩
指
単
伝
之
三
脚
撲
昌
一
超
直
人
之
者
一
守
二
二
寸
之
誌
↓
諸
賢
口
掛
嵩

　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
干
壁
上
｝
不
レ
吉
書
金
色
↓
頭
陀
呵
々
微
笑
借
晶
軍
港
之
弾
｛
諸
禅
香
渉
二
干
言
端
一

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
テ
　
　
　
ス
　
　
　
　
　
（
愚
）
　
　
シ
　
　
ヲ
　
γ
ハ

　
不
レ
借
二
野
膀
剛
神
宿
罪
レ
位
独
立
焉
、
以
降
末
法
之
諸
宗
持
一
一
教
綱
一
不
レ
参
篇

　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
納
力
）

　
話
頭
↓
常
語
晶
魚
鬼
笙
一
管
、
是
故
七
千
之
経
軸
、
　
一
千
之
糟
糠
、
釈
子
禅
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
メ
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ヤ

　
之
式
目
也
、
況
於
二
王
道
武
家
之
際
嚇
定
昌
規
模
｝
不
レ
立
二
格
令
一
者
、
君
臣
血
餅
ニ

　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　

ぽ
　
　
　
　
　
　

ハ
シ
チ
　
　
　

ヲ
　
ス
　
　
　
　
ト

　
政
道
之
苛
一
乎
、
古
今
絶
唱
之
至
墾
文
宣
王
撰
漏
四
書
五
経
｝
為
漏
県
費
之
亀
鑑
嚇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
ニ
ハ

　
是
又
漢
朝
之
式
目
也
、
轡
有
　
源
家
之
忠
臣
隈
江
賢
哲
者
↓
鼠
紙
一
…
其
徳
↓
外

　
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
ニ
　
（
盗
）
　
　
ニ
ス

護
孟
常
禾
レ
糺
　
忠
孝
↓
或
極
査
ハ
書
一
以
陥
太
公
張
星
為
爽
蟹
或
専
　
歌
道

　
　
ヲ
　
　

テ
　
　
　
　
　
　
　

ヲ
　
　
ス
　
　
　

ト
　
　
ニ
ハ
　
メ
　
　
　
　

ヲ
　
　
　
　
　
　
　

ッ
　
　
　

テ

　
之
道
雨
以
一
…
人
丸
・
赤
人
一
為
一
一
綱
領
吋
内
乱
二
五
戒
心
不
レ
凱
陣
慈
悲
叫
或
尊
篇
仏
道
一

　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
ゲ
　
　
　
轟
　
ク
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
群
）

　
慕
繍
浄
名
居
士
（
或
入
昌
禅
室
…
扇
漏
寵
藻
賦
払
一
夷
、
楚
是
扶
桑
抜
本
之
賢
士
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ッ
　
　
　
　
カ
ク
　
ト
シ
チ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

　
於
レ
予
見
レ
望
昌
式
属
之
談
藪
ハ
三
二
二
日
、
夫
式
目
集
者
難
レ
為
　
倭
オ
之
忍
言
｝

　
　
　
　
　
　
　
ワ
　
　
　
　
　
　
ン
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
テ
　
　
ン

　
熟
甘
漏
淵
底
之
塩
味
嚇
刻
五
部
特
記
、
軽
薄
理
路
ギ
不
レ
出
レ
巻
蒲
可
レ
識
　
普
天
適

　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゾ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ッ

　
地
之
道
閏
老
、
豊
過
＝
斯
書
一
耶
、
予
才
短
心
浅
而
何
講
繍
幽
玄
之
語
一
石
、
難
レ
然
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式穰綾釈轡について（池内）

（
カ
）
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
ル
■
　
　
（
カ
）
ツ
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ル
ツ
テ
　
　
　
シ
テ

承
塩
賢
哲
之
懇
意
一
斗
　
条
々
説
一
五
旬
絵
也
、
井
戸
晶
禿
筆
一
書
　
五
十
一
ヶ
条
之

　
ヲ
　
　
ヂ
　
ク
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
　
　
　
ユ

鑑
篇
一
自
塞
昌
其
望
一
着
也
、
慰
撫
レ
洩
二
闘
外
｝
焉

　
御
成
敗
式
目
五
十
一
箇
条
墨
黒

難
レ
為
昌
無
双
之
悪
筆
一
自
本
之
間
写
レ
之
畢
、
字
之
誤
無
限
皆
瀬
遥

　
天
文
骨
四
年
鰻
五
月
十
八
日
書
之
持
主
聖
跡

　
昌
信
に
つ
い
て
私
に
は
知
見
が
な
い
。
お
教
え
を
乞
う
。

　
　
こ
の
二
本
の
註
釈
文
は
陽
明
文
庫
本
関
心
御
式
目
（
一
六
）
と
同
文
、
ま

　
た
は
同
意
の
も
の
が
甚
だ
多
い
。
但
、
八
条
「
馬
丁
」
の
註
は
全
く
異
る
か

　
ら
、
遽
か
に
斎
藤
家
説
を
伝
え
た
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
文
七
・
字
句

　
を
註
釈
し
、
法
意
・
律
令
格
式
の
文
を
引
照
し
、
漢
籍
よ
り
、
文
字
・
字
旬

　
の
出
典
を
示
す
。
大
学
朱
喜
…
薪
註
を
引
用
し
た
所
も
あ
る
。

　
鱗
目
窪
〃
類
A
（
二
一
一
…
…
二
三
）

（一

�
j
　
清
原
翌
翌
　
式
昌
抄
　
刊
　
上
中
下
三
柵
（
十
三
行
本
）
　
東
大
本

　
　
奥
書

　
以
篇
祖
父
常
忠
御
蓼
｝
先
年
令
昌
抄
出
｝
之
処
、
局
務
外
史
業
賢
盗
取
之
間
、
璽

　
令
昌
抄
繊
ウ
之
、
以
竺
藤
本
一
可
レ
為
レ
証
、
一
子
之
外
、
不
レ
可
レ
許
昌
一
覧
一
而
已

　
　
天
文
三
年
閨
正
月
廿
八
日
遅
其
功
　
清
三
位
入
道
環
翠
軒
宗
尤
判

　
所
拠
式
醒
本
　
小
書
無
ぎ
本
、
財
物
・
志
孝
・
沙
汰
来

　
宜
賢
式
厨
抄
に
は
十
三
行
本
の
外
に
、
別
形
本
が
あ
る
。
植
木
博
士
の
馴
御

　
　
　
　
①

　
成
敗
式
濟
』
を
参
焉
さ
れ
た
い
。
本
書
は
式
目
註
釈
書
中
の
最
善
本
で
あ
る
。

　
①
植
木
直
…
郎
『
御
成
敗
小
童
研
究
』
五
三
六
一
五
四
一
頁
。

　
　
天
正
十
－
山
ハ
魔
や
船
繍
…
枝
賢
蛾
凸
婁

（
二
二
）
　
宣
賢
　
式
目
抄
　
写
　
乾
坤
二
甜
（
見
取
写
本
殉
閣
文
庫
）
刊
　
続
史

　
　
籍
集
覧
巻
二

　
　
奥
書
前
掲
宣
抄
の
奥
書
に
次
い
で
、
遺
賢
の
左
の
奥
書
が
あ
る
。

　
右
式
制
者
、
准
一
格
条
一
将
相
御
政
務
之
律
令
也
、
挙
用
レ
之
行
レ
之
、
対
二
追

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脱
力
）

　
加
一
謂
　
之
本
条
一
乎
、
吾
祖
環
翠
軒
為
昌
愚
蒙
一
以
昌
仮
名
一
下
二
註
釈
一
畢
、
一
家

　
不
出
之
秘
本
也
、
然
洛
中
錯
乱
之
爾
失
コ
却
之
↓
予
髪
幽
斎
玄
志
道
遊
芸
之
絵
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脱
力
）

　
感
コ
得
此
抄
り
索
二
奥
書
塗
不
レ
及
　
固
辞
輔
加
昌
証
明
一
髪
レ
令
レ
桜
月
窓
下
一
興
已

　
　
天
正
第
十
六
腰
…
夏
五
十
又
一
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雪
捲
道
書
覇

　
本
書
を
近
藤
瓶
城
氏
は
諺
解
本
と
す
る
が
、
そ
の
然
ら
ざ
る
こ
と
は
、
植
木

　
博
士
の
詳
説
す
る
所
で
あ
る
。

　
　
私
は
、
本
書
を
宣
抄
（
一
二
）
に
逐
字
的
に
対
校
し
て
み
た
が
、
同
毒
断

　
は
小
異
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
追
加
掲
出
の
場
所
、
数
に
椙
異
が
あ
る
。
ま
た
、

　
宣
抄
に
は
五
一
ヵ
条
中
ニ
ニ
ヵ
条
に
「
或
抄
」
な
る
も
の
を
引
く
が
、
本
書
に

　
は
「
或
抄
」
は
三
ヵ
所
し
か
な
い
。
宣
抄
は
起
請
文
を
も
駐
釈
す
る
が
、
本

　
書
は
「
文
宇
読
み
」
せ
ず
と
て
註
釈
を
加
え
な
い
（
以
下
濾
象
本
亦
嗣
）
、
起
請
文
の
前

　
に
湯
起
請
、
火
起
請
の
こ
と
を
記
す
る
か
ら
第
六
類
D
（
三
二
・
王
三
）
と
親

　
近
関
係
が
あ
る
と
云
え
る
。

　
　
清
原
鍛
賢
斌

（
二
三
）
　
倭
朝
論
紗
　
　
写
一
冊
　
　
陶
明
女
襟
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袖
書
　
天
文
五
甲
二
月
吉
日
環
翠
軒
講
焉

　
奥
書
　
歳
在
辛
動
天
文
十
年
春
之
中
十
叉
七
筆
焉

　
巻
末
に
護
法
二
に
未
輯
の
追
加
法
一
条
が
あ
る
。

　
こ
の
三
本
中
、
（
二
一
・
二
　
一
）
の
二
本
は
溝
原
無
量
の
著
書
で
（
二
三
）
は
式

　
冒
聞
書
で
あ
る
。
（
二
一
）
は
清
原
家
の
式
目
謎
釈
学
の
集
大
成
さ
れ
た
も
の

　
で
、
薦
抄
（
八
）
と
並
び
式
目
譲
釈
書
中
の
双
壁
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
法
意
．

　
律
令
格
式
を
引
照
し
、
ま
た
、
和
漢
の
典
籍
に
娼
典
を
求
め
、
訓
導
学
と
し

　
て
は
、
至
英
、
尽
婁
で
あ
る
。
追
加
法
令
は
文
段
の
註
駅
文
中
に
適
宜
引
矯

　
し
て
い
る
。
但
、
安
保
・
上
野
を
引
用
し
な
い
。
ま
た
、
法
理
の
解
明
、
法

文
構
成
を
論
じ
、
前
後
法
条
の
関
連
を
示
す
等
、
形
式
内
容
共
に
群
書
中
最

　
も
勝
れ
た
も
の
で
あ
る
。
端
書
に
は
式
昌
制
定
の
玉
来
、
法
の
理
念
、
日
本

　
制
定
法
の
淵
源
、
式
目
五
一
ヵ
条
の
理
由
等
が
見
ら
れ
る
。
（
二
三
）
は
宣
賢

　
の
式
鼠
講
義
を
受
け
た
者
の
筆
録
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
宣
賢
の
式
風
講
義
の

　
大
概
が
わ
か
る
。
清
家
の
式
爵
註
釈
学
に
つ
い
て
は
別
項
四
に
述
べ
る
。

　
第
山
八
類
8
（
二
四
一
二
六
）

　
　
　
船
橋
枝
賢

（
二
四
）
貞
永
営
業
抄
　
　
写
一
軒
置
　
隆
明
突
庫
（
中
法
一
近
抄
）

　
　
奥
書

　
右
秘
書
者
、
一
子
相
伝
之
奥
義
也
、
勧
善
懲
悪
之
法
如
レ
指
レ
掌
乎
、
天
下
鴻
宝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
楓
永
長
頼
）

　
国
家
亀
紫
黒
、
不
レ
鵠
レ
巻
而
知
二
賢
哲
之
遺
法
｛
量
式
制
哉
、
子
藪
丹
州
太

　
守
蓬
雲
斎
宗
国
於
予
被
レ
索
レ
之
、
不
レ
能
昌
固
辞
丙
染
二
禿
筆
｝
備
　
幕
下
↓
為
二

他
人
一
勿
レ
令
轟
容
易
一
突

　
　
　
　
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
船
橋
枝
費
）

　
　
永
禄
己
未
春
三
肩
庚
子
　
　
　
　
　
　
　
大
外
記
清
原
朝
臣

　
右
貞
永
式
国
抄
累
代
家
門
所
蔵
之
本
也
、
虫
春
有
二
子
細
一
令
レ
進
昌
呈
大
樹
納

　
然
而
更
被
昌
模
写
一
審
恵
レ
之
、
再
審
晶
家
蔵
一
丸
孫
不
レ
可
レ
存
ユ
容
易
一
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
近
纐
象
熈
）

　
　
正
徳
改
元
初
冬
欝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
摂
政
（
花
押
）

　
所
拠
式
枕
本
　
小
書
無
き
本
、
財
物
・
志
孝
・
沙
汰
来

（
二
五
）
御
成
敗
式
目
註
写
一
難
酸
応
譲
塾
大
学
膿
讃
館

　
　
奥
書
無
、
年
代
筆
者
未
詳

　
本
書
を
近
抄
（
一
一
四
）
に
対
校
す
る
と
漢
字
を
仮
名
に
改
め
、
書
写
の
様
式

　
が
異
る
等
小
異
は
あ
る
が
、
（
二
四
）
の
転
写
本
で
あ
る
。
但
、
後
尾
に
「
貞

　
応
孫
禄
以
後
盗
絨
跡
纂
」
以
下
三
五
ヵ
条
の
追
湘
と
是
耳
蝉
話
語
を
加
え
る

　
が
、
・
こ
れ
は
（
二
四
）
に
な
い
か
ら
、
本
書
の
筆
者
が
他
本
（
芦
抄
系
）
よ

　
り
転
写
し
添
附
し
た
も
の
と
す
べ
ぎ
で
あ
る
。

（一

齪
Z
）
　
式
目
義
鯉
川
　
　
写
一
冊
　
　
　
龍
谷
大
学
図
盤
館

　
　
賊
文
奥
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
理
）

　
式
欝
の
ぎ
り
き
こ
し
つ
る
所
を
、
大
か
た
ほ
ん
も
ん
の
ま
・
か
き
て
こ
と
バ
リ

　
を
か
き
つ
け
申
な
り
、
こ
の
う
へ
に
て
も
、
き
こ
し
た
る
所
お
ほ
く
あ
る
べ
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
食
　
　
点
）

　
た
つ
ね
き
こ
し
め
さ
ぼ
、
あ
き
ら
か
に
や
か
つ
て
ん
ま
か
る
へ
し
と
存
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脱
か
）

　
あ
ひ
た
、
か
ね
て
め
し
よ
せ
ら
れ
御
ふ
し
ん
を
た
つ
ね
候
ハ
・
家
の
た
め
身

　
　
（
面
屡
）

　
の
め
縁
く
た
る
べ
し
、
口
伝
と
か
き
申
と
こ
ろ
か
な
ら
す
あ
り
、
ひ
と
も
あ
る

138 （848）



式臼謎書について（池内）

　
　
　
（
口
）

事
に
て
く
ち
つ
か
ら
忌
あ
け
す
ハ
、
御
こ
玉
ろ
へ
あ
る
ま
し
き
こ
と
存
也
、
口

伝
と
申
事
も
申
登
る
縛
れ
と
も
・
惣
尊
い
を
い
れ
ら
れ
・
い
轡
て
諺

を
つ
く
さ
る
へ
き
と
の
御
こ
玉
ろ
、
上
た
る
御
か
た
く
の
御
心
に
は
下
か

下
だ
る
人
ま
て
も
・
た
の
も
し
か
芒
け
な
く
落
せ
ら
る
へ
き
・
瓦
憾
蕊
．

の
懇
に
て
薄
墨
を
誕
た
潅
り
て
・
呆
に
て
讐
の
蝶
藩

5
影
・
そ
の
外
の
蕎
大
難
に
三
嘗
て
献
く
鵜
）
く
弼
・
瀧
㌦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
誕
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

　
　
　
　
　
　
．
（
艀

ん
皇
后
の
日
塞
に
さ
い
た
ん
さ
せ
た
ま
ふ
こ
と
あ
り
が
た
く
存
て
、
家
の
秘

（
事
）

し
を
も
、
の
こ
さ
す
し
る
し
侍
る
な
り
、
あ
な
か
し
こ
、
人
に
み
せ
さ
せ
た

　
　
　
　
　
　
（
霧
）

ま
ハ
ぬ
や
う
に
と
そ
ん
す
る
は
か
り
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
兆
）

時
に
天
正
十
二
ね
ん
正
月
吉
日
に
老
限
の
し
ふ
じ
な
る
を
の
こ
ひ
、
か
ふ
ろ

筆
に
て
わ
け
も
み
え
か
ね
申
へ
き
と
存
し
な
が
ら
、
他
人
に
も
ら
さ
ぬ
こ
と

と
も
な
れ
ば
、
鳥
の
あ
と
の
お
か
し
き
を
か
へ
り
み
す
か
ぎ
た
て
進
上
申
物

誉
　
正
三
穫
賢
入
道
灘
上
口
難
玉

本
書
は
陽
明
文
庫
本
貞
永
式
溺
抄
（
二
四
近
抄
）
よ
り
十
六
年
を
遡
る
枝
賢
の

農
筆
本
で
あ
る
。
牧
健
一
鷲
欝
士
に
よ
れ
ば
、
石
山
本
願
寺
本
の
西
本
顧
慮
に

俵
は
り
、
更
に
龍
谷
大
学
に
引
継
が
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
。
龍
谷
大
学
図

書
館
に
は
本
書
の
外
、
枝
賢
自
筆
の
「
仮
名
真
塗
・
奥
雷
天
正
十
一
年
八
月
下

の
合
垂
位
清
癒
朝
臣
枝
賢
搬
讐
押
」
が
あ
る
。
竪
は
長
芝
つ
き

略
す
。
こ
れ
を
「
中
法
一
」
所
収
曾
根
研
三
氏
本
宣
賢
仮
名
抄
に
対
校
す
る

と
殊
ん
ど
同
文
で
あ
る
。

　
　
（
二
四
一
二
六
）
の
三
本
は
船
橋
枝
賢
の
著
作
で
あ
る
。
近
抄
（
二
四
）
を

　
宣
抄
（
二
一
）
に
対
校
す
る
と
臨
交
章
、
ま
た
は
、
同
意
の
所
多
く
、
彼
は

　
よ
く
家
学
を
維
持
し
て
失
墜
す
る
こ
と
な
く
、
清
家
の
式
醒
註
釈
学
を
紹
述

　
し
た
も
の
と
云
え
る
が
、
云
々
低
調
な
る
は
否
定
出
来
な
い
。
而
し
て
式
爵

　
謎
釈
学
が
単
な
る
教
養
の
た
め
で
な
く
、
武
将
の
た
め
の
政
治
学
の
教
本
と

　
な
っ
た
こ
と
を
示
す
。
（
二
六
）
は
枝
賢
が
全
農
を
和
ら
げ
説
い
た
も
の
で
、

　
恐
ら
く
童
蒙
教
化
の
た
め
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
六
類
C
（
二
七
二
一
八
）

（
二
七
）
　
a
律
令
格
式
式
目
遽
加
抜
書
　
写
一
冊
　
神
常
丈
庫

　
　
　
　
b
御
成
敗
式
目
抜
書
　
　
　
写
一
冊
内
閣
黒
血

　
　
奥
書

此
抜
書
当
家
錐
レ
令
レ
秘
レ
之
、
依
昌
村
上
雲
州
懲
憩
之
所
望
↓
撚
副
拾
律
令
格
式

之
文
井
追
加
等
一
注
レ
之
、
柳
莫
三
脱
漏
一
難
已

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
三
位
清
原
（
花
押
）

　
a
に
は
奥
に

　
　
天
明
四
年
甲
辰
八
月
吉
鼠
、
奉
コ
患
畜
太
神
宮
林
崎
文
庫
嚇
以
期
黒
不
朽
一

　
京
都
勤
思
堂
村
井
古
巌
敬
義
拝

　
の
朱
印
が
押
捺
さ
れ
て
い
る
。

　
　
こ
の
a
・
b
の
二
本
は
題
名
を
異
に
す
る
も
対
校
の
結
果
内
容
は
全
く
同

　
一
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
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式
目
の
字
句
を
抽
鵬
し
て
、
こ
れ
に
簡
単
な
字
義
を
加
え
、
そ
の
条
関
連

　
の
律
令
格
式
の
文
を
引
照
し
、
追
舶
法
令
を
そ
の
条
下
に
添
え
る
。

（
二
八
）
御
講
釈
聞
書
（
奥
に
式
欝
秘
抄
）
　
写
一
冊
（
粗
見
取
写
）

　
　
策
京
大
学
文
学
部
斑
史
研
究
所
（
三
山
周
行
博
士
旧
蔵
本
）

　
　
奥
書

　
尤
秘
抄
也
、
不
レ
可
レ
有
二
外
見
　
者
乎

　
　
弘
治
第
三
暦
八
月
下
旬
　
大
外
記
清
原
朝
臣
判

　
　
所
拠
式
醸
本
　
小
書
無
き
本
、
財
物
・
志
孝

　
清
家
式
目
闘
書
中
最
も
詳
密
な
も
の
で
あ
る
。

　
（
二
七
・
二
八
）
の
二
本
は
清
原
家
の
誰
人
に
比
定
す
れ
ば
よ
い
か
お
教
え
を

　
乞
う
。

　
第
六
類
D
（
二
九
一
三
三
）

（
二
九
）
貞
永
式
目
抄
　
写
一
冊
　
　
前
騰
家
尊
経
閣
文
庫

　
　
奥
書

　
　
天
文
十
九
庚
戌
年
八
月
日
　
山
東
大
蔵
亟
光
綱
（
花
押
）

　
　
所
拠
式
目
本
　
小
書
無
き
本
、
財
物
・
志
孝

　
本
書
は
勧
修
寺
経
慶
の
家
臣
山
東
光
綱
自
筆
の
藤
屋
聞
書
で
あ
る
。
四
声
点

　
を
附
し
た
字
句
二
一
一
、
読
仮
名
を
附
し
た
る
所
亦
多
い
。

（
三
〇
）
㌶
敵
本
御
成
敗
式
酒
蔵
　
写
一
冊
（
但
影
写
）
　
策
大
本

　
　
奥
書
無
、
年
代
筆
者
未
詳
（
但
江
戸
中
期
前
ヵ
）

　
　
所
豊
猟
員
本
　
小
書
無
ぎ
本
、
財
物
・
志
孝

（
三
一
）
式
臼
録
　
　
　
写
一
冊
　
　
譲
灘
藤
血
刀
騨
鋼
繕
髄

　
　
輿
書

　
右
抄
者
、
清
家
累
代
秘
説
也
、
深
蔵
＝
亟
底
↓
不
レ
可
レ
有
鳳
外
見
一
粟
也

　
　
寛
永
二
年
塒
十
月
十
一
目
需
之

　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
所
拠
式
目
本
　
小
書
無
ぎ
本
、
財
物
・
志
孝

（
三
二
）
　
三
冊
本
平
仮
名
抄
　
写
　
上
・
中
・
下
三
冊
　
策
大
本
（
中
里
一
三
抄
）

　
上
巻
　
一
九
条
　
中
巻
一
〇
！
三
〇
条
　
下
巻
三
一
！
起
請
文

　
　
奥
書
無
、
年
代
筆
者
未
詳
（
但
江
戸
中
期
以
前
ヵ
）

　
　
所
拠
式
目
本
　
小
堂
無
き
本
、
財
物
・
志
孝
・
沙
汰
来

　
湯
超
請
、
火
起
請
の
こ
と
を
記
す
は
天
正
十
六
年
枝
賢
奥
書
本
（
第
六
類
A
二
二
）
東
洋

文
渠
裏
式
且
讐
）
親
近
性
瓠
轟
舳
鴛

　
①
　
穂
木
前
掲
霧
五
六
九
－
五
七
〇
頁
。

（
三
三
）
貞
永
式
目
　
　
写
一
冊
　
　
　
　
東
洋
丈
罐

　
　
奥
書
無
、
年
代
筆
者
未
詳
（
但
江
戸
中
期
以
前
ヵ
）

　
　
所
拠
式
臼
本
　
小
書
無
き
本
、
財
物
・
志
孝

　
本
書
亦
式
羅
聞
書
で
、
峡
題
箋
に
は
「
御
成
黒
田
濁
抄
古
写
本
扁
と
あ
る
。

　
式
目
四
・
一
八
の
両
条
に
、
唯
浄
裏
書
を
引
用
す
る
、
こ
の
両
条
の
唯
浄
裏

書
は
宣
抄
（
第
六
黙
A
二
【
）
に
は
引
用
し
て
な
い
も
の
で
あ
る
。
審
訊
請
、
火
起
請
の

　
記
述
が
あ
る
か
ら
天
正
十
六
年
枝
賢
奥
書
本
（
第
六
類
A
二
二
）
聖
賢
（
墜
強
）
に
親
近
関
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式麟盈i釈讃について（濾内）

係
あ
り
と
云
え
る
。
ま
た
、
趨
請
註
中
に
門
張
一
良
一
巻
之
兵
書
越
」
が
あ

る
か
ら
池
辺
本
（
礎
類
Y
岩
崎
本
（
巻
尺
Y
も
親
近
性
あ
り
と
云
え
る
。

　
此
等
五
本
は
、
同
じ
く
清
家
本
系
統
の
式
財
註
釈
書
で
あ
る
。
こ
の
中
、

三
二
が
最
も
勝
れ
、
宣
抄
（
第
六
獺
～
二
）
愛
し
て
毫
も
遜
象
な
い
。
詳
し
い
訓

点
句
読
を
施
し
て
い
る
の
で
、
式
目
の
「
読
み
様
扁
を
知
る
に
ょ
い
史
料
で

あ
る
。
所
引
の
追
加
法
令
も
諸
註
禦
昂
最
も
多
い
（
中
法
一
癒
着
）
。
（
三
三
）
は
植

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
，

木
博
士
に
は
励
の
見
解
が
あ
る
が
、
私
は
註
釈
に
用
い
た
所
拠
式
目
本
が
財

物
・
志
孝
に
作
る
樋
木
博
士
の
謂
う
清
家
本
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
入
れ
た
。

宜
抄
に
見
ら
れ
な
い
唯
浄
裏
書
が
式
湧
四
・
一
八
条
に
あ
る
こ
と
は
前
に
述

べ
た
（
第
六
類
三
三
註
）
。
ま
た
、
引
照
の
和
漢
書
に
も
他
書
と
異
る
も
の
が
あ
る
。

　
①
　
　
縮
隅
本
困
難
聖
書
五
六
山
パ
ー
五
山
ハ
七
頁
。

　
第
七
類
（
三
四
・
三
五
）

（
三
四
）
　
栗
田
本
式
目
開
書
　
写
　
上
下
二
冊
（
影
写
本
）
三
献
聯
臨
灘
賂
噸
潤

　
　
続
類
従
二
五
ノ
上

　
　
奥
書

　
子
時
天
文
廿
四
年
卯
月
三
日
陣
州
椿
泊
暫
住
柴
田
池
坊
好
風
搬
颯

　
所
拠
式
目
本
　
小
書
無
き
本
、
財
物
・
忠
孝
・
沙
汰
鵬
来

（
三
五
）
御
成
亭
亭
匿
抄
（
内
題
式
灸
私
）
写
一
冊
影
写
本
　
韓
嬬
歎
鱒
講
堺
翫

　
　
奥
書

　
　
天
正
弐
年
七
月
四
日
書
之
　
江
州
弥
高
寺
右
京

　
所
拠
式
護
送
、
小
書
無
き
本
、
財
物
・
忠
孝

（
三
醐
）
は
式
事
聞
書
と
題
す
る
も
他
の
腿
書
と
異
り
、
式
鼠
条
文
を
文
段
を

区
切
り
掲
出
し
、
そ
の
段
下
に
双
行
細
書
の
註
を
施
す
。
（
三
五
）
は
主
要
字

句
を
あ
げ
て
、
そ
の
「
読
み
様
」
字
義
・
頑
丈
の
大
意
を
述
べ
る
に
止
ま
る
。

　
二
本
共
に
安
保
・
上
野
の
両
説
を
併
記
し
、
そ
の
問
、
他
家
に
及
ぶ
。
二

本
亦
式
臼
原
本
の
所
在
、
伝
本
の
仕
方
を
述
べ
る
所
が
あ
る
。
こ
れ
は
前
に

述
べ
た
が
問
注
所
系
の
註
釈
書
一
般
に
通
ず
る
所
で
、
式
昌
原
文
の
研
究
に

役
立
つ
。
而
し
て
、
こ
の
二
本
の
鞍
鼻
式
目
本
は
「
財
物
・
忠
孝
・
沙
汰
出

来
」
本
で
あ
る
。
　
「
職
物
・
忠
孝
・
沙
汰
出
来
」
本
よ
り
「
財
物
・
志
孝
・

沙
汰
来
」
本
に
な
る
過
程
に
、
　
「
財
物
・
忠
孝
・
沙
汰
出
来
」
本
が
あ
り
、

ま
た
、
明
応
七
年
本
の
如
く
「
賊
物
・
忠
孝
・
沙
汰
来
」
本
が
あ
っ
た
か
で

あ
る
。

（
附
）
　
類
従
本
所
収
　
是
円
妙
賊
語

中
原
系
図
（
三
擶
本
平
仮
名
抄
四
七
条
末
尾
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
章
任

章
職
－
章
継
ー
ー
道
昭

－
真
恵

是
円
依
後
醍
醐
薩
之
勅
遡
俗

号
牽
賢
叉
復
出
家

幽且

ｴ
に
よ
れ
ば
、
是
門
は
式
醤
五
一
ヵ
条
の
昏
条
に
妻
達
の
律
令
絡
式
の
交

を
引
用
し
た
抄
を
（
正
和
元
年
に
）
作
っ
た
と
あ
る
が
、
今
は
本
交
を
闘
失

し
、
僅
か
に
そ
の
販
語
を
留
め
る
の
み
で
あ
る
。
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二
　
式
園
註
釈
書
の
意
義
と
引
値

　
式
霞
謎
釈
書
は
膝
車
を
理
解
せ
し
め
る
こ
と
が
主
た
る
目
的
で
あ
る
こ
と
勿

論
で
あ
る
が
、
講
師
の
識
見
学
殖
に
よ
り
、
ま
た
、
受
講
者
の
諌
め
に
よ
っ
て
、

嵐
ら
主
限
の
置
き
所
や
、
説
述
の
仕
方
に
差
異
を
生
ず
る
か
ら
、
一
様
に
煮
う

こ
と
は
鵠
来
な
い
が
、
凡
そ
次
の
こ
と
は
諸
本
に
共
通
し
て
云
え
る
。

　
一
　
所
謂
、
式
目
聞
書
な
る
も
の
は
、
式
欝
条
文
を
掲
下
す
る
こ
と
な
く
、

そ
の
主
要
文
字
・
字
句
を
抽
出
し
、
そ
の
「
読
み
様
」
、
字
義
、
そ
の
条
の
大
意

を
平
易
に
説
く
こ
と
に
重
点
を
置
く
。
こ
れ
は
順
子
を
「
読
み
書
き
」
の
お
手

本
に
用
い
る
た
め
に
も
、
亦
法
律
を
理
解
さ
す
た
め
に
も
意
義
が
あ
る
。
そ
の

掲
出
す
る
文
字
・
字
句
は
諸
本
同
一
で
な
い
の
は
講
述
者
の
考
え
に
よ
る
。
現

存
式
目
聞
書
に
は
講
述
者
の
講
義
案
と
受
講
潜
の
筆
録
と
が
あ
る
。
勿
論
、
此

等
の
転
写
本
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
倭
朝
論
鋤
（
二
三
）
は
宣
賢
の
式
目
講
義
を

受
け
た
者
の
筆
録
で
あ
る
。

　
式
困
聞
書
の
文
体
は
多
く
は
「
ゾ
式
」
片
仮
名
交
り
で
あ
る
。

　
式
目
開
書
に
属
す
る
も
の
は
、
硯
蓋
書
閾
書
、
池
辺
本
御
成
敗
式
圏
注
や
第

一
類
（
一
一
四
）
、
餓
〃
二
類
（
五
－
七
）
、
　
箪
が
四
悪
（
一
五
一
一
八
）
、
　
第
六
類

A
（
二
三
）
、
第
六
類
B
（
二
六
）
、
第
六
類
C
（
二
八
）
、
第
六
類
D
（
二
九

i
三
三
）
、
第
七
類
（
三
四
・
三
五
）
等
で
あ
る
。

　
二
　
皿
の
帝
釈
を
一
歩
進
め
る
と
、
和
漢
の
典
籍
に
そ
の
文
字
・
字
句
の
出
典

を
求
め
、
或
は
律
令
格
式
の
文
を
引
照
し
、
ま
た
法
家
説
を
挙
げ
、
公
武
法

期
の
異
同
を
比
較
す
る
。
こ
の
た
め
に
は
高
い
漢
学
の
素
養
を
必
要
と
す
る
。

蔵
に
於
い
て
、
式
矯
註
釈
学
が
巴
鴨
…
釈
学
か
ら
無
熱
学
的
漢
学
の
色
彩
を
濃
厚

に
す
る
。
こ
れ
に
属
す
る
も
の
は
第
三
類
（
八
一
一
四
）
第
五
類
（
一
九
・
二

〇
）
第
六
類
A
（
二
一
二
一
二
）
第
六
類
B
（
二
四
二
…
五
）
第
六
類
C
（
三

二
）
で
あ
る
。

　
三
　
一
・
二
よ
り
更
に
進
ん
で
、
そ
の
法
条
関
連
の
追
加
法
令
を
、
式
呂
条

文
の
註
霧
中
に
引
用
す
る
。
そ
の
仕
方
に
は
式
臼
蓋
者
は
単
に
追
加
法
令
の
発

布
年
次
・
要
項
を
示
す
に
止
ま
る
が
、
箸
作
本
は
全
文
又
は
節
略
文
を
載
せ
る
。

こ
れ
に
属
す
る
も
の
は
、
二
に
あ
げ
た
も
の
に
略
同
じ
い
。

　
四
　
更
に
進
め
ば
、
二
・
三
に
加
え
て
、
法
条
前
後
の
関
連
を
指
摘
し
、
法

文
の
構
成
を
論
じ
、
法
理
の
糺
明
に
ま
で
至
る
。
前
掲
第
三
類
（
八
！
一
四
）
、

第
五
類
（
一
九
・
二
〇
）
、
第
六
類
A
（
　
二
二
　
二
）
、
第
穴
類
B
（
二
四
．

二
五
）
、
第
六
類
C
（
三
二
）
の
如
き
は
、
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
此
等
の
う
ち
、

第
三
類
（
八
一
一
瞬
）
を
除
い
て
は
、
何
れ
も
、
清
原
宣
賢
∴
抜
賢
、
ま
た
は
、

清
家
本
系
統
の
註
釈
書
で
あ
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
五
　
式
目
註
釈
書
の
端
書
や
後
序
に
は
、
後
か
ら
書
き
添
え
ら
れ
た
と
見
ら

れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
式
属
論
定
の
客
来
、
五
一
条
に
し
た
わ
け
、

式
目
撰
者
、
泰
時
評
、
条
文
の
配
列
法
、
法
と
は
何
か
、
政
治
の
要
諦
は
何
か
等

に
つ
い
て
、
ま
た
、
式
目
原
本
の
在
り
場
所
（
馨
、
式
果
の
伝
本
の
仕
方
、
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達
意
本
の
形
態
等
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

　
此
等
の
記
述
は
当
時
の
法
思
想
・
政
治
思
想
を
知
る
に
よ
く
、
式
醸
の
形
態
・

伝
本
の
記
述
は
現
存
し
な
い
式
目
諸
本
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
し
、
式
霞
原

文
の
研
究
に
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
六
　
引
用
の
和
漢
書
や
、
ゾ
式
文
章
、
異
字
俗
字
、
四
声
点
、
乎
古
止
点
等

は
、
巌
代
の
漢
学
や
国
語
学
の
学
間
史
の
よ
い
資
料
と
な
る
と
思
う
が
、
私
に

は
此
方
藏
の
素
養
が
な
い
か
ら
専
門
学
者
の
お
激
え
を
乞
い
た
い
。

三
　
式
圏
註
釈
学
の
価
値

　
式
目
は
鎌
倉
・
室
町
両
幕
府
の
基
本
法
で
室
町
末
期
ま
で
は
現
行
法
と
し
て
、

よ
く
そ
の
効
力
を
発
揮
し
た
。

　
そ
れ
は
両
論
代
に
互
っ
て
お
び
た
だ
し
い
追
加
法
令
が
出
さ
れ
て
い
る
の
を

　
　
　
　
　
①

見
れ
ば
わ
か
る
。
式
潤
が
現
行
法
で
あ
る
時
代
の
式
昌
註
釈
学
は
、
法
文
を
正

し
く
理
解
し
、
そ
の
適
用
を
誤
ま
ら
し
め
な
い
た
め
に
、
難
解
の
文
字
．
字
旬

の
「
読
み
様
」
や
．
字
義
を
知
り
、
法
文
の
大
意
を
知
れ
ば
よ
く
、
殊
更
に
訓
詰
を

必
要
と
し
な
か
っ
た
。
沙
汰
未
練
抄
は
法
文
を
正
解
せ
し
め
、
そ
の
運
用
を
誤

ら
し
め
な
い
た
め
に
法
律
用
語
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
唯
浄
裏
書
（
一
五
）
、

硯
蓋
書
聞
書
（
一
）
、
池
辺
本
（
二
）
の
如
き
は
そ
れ
を
示
す
。
然
る
に
、
式

目
が
漸
く
行
は
れ
な
く
な
っ
て
、
却
て
式
淺
註
釈
学
と
も
云
浮
べ
き
式
目
の
研

究
が
盛
ん
に
な
る
と
、
安
保
・
上
野
・
清
家
等
の
諸
家
が
自
家
の
説
を
掲
げ
、

学
説
と
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
「
読
み
様
」
、
字
義
を
比
較
対
照
す
る
よ
う
に
な

る
と
、
蝕
に
吊
輪
本
片
仮
名
抄
以
下
（
五
一
七
他
略
之
）
の
諸
註
釈
書
が
境
は
れ
る
。
こ
の

期
の
評
釈
学
に
は
、
そ
の
幽
典
を
和
漢
書
に
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
の
傾
向
が
強
ま
る
と
式
目
註
釈
学
は
法
解
釈
学
よ
り
進
ん
で
、
教
養
の
た

め
、
案
出
、
武
家
政
治
の
本
質
i
武
家
政
治
と
は
守
護
地
頭
制
に
立
脚
す
る

将
軍
政
治
で
あ
る
が
、
そ
の
武
家
政
治
を
法
的
に
基
礎
づ
け
る
も
の
が
式
目
で

あ
る
一
は
何
か
と
言
う
こ
と
に
な
る
と
、
単
な
る
文
字
・
字
句
の
「
読
み
様
」

や
字
義
・
大
意
を
知
る
こ
と
や
諸
家
の
学
説
を
比
較
併
記
す
る
こ
と
な
ど
で
は

事
足
ら
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
律
令
格
式
・
法
曹
旧
説
と
比
較
対
照
し
、
そ
の

出
典
た
る
和
漢
書
に
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
よ
く
な
し
得
る
も
の

は
高
い
漢
学
の
素
養
あ
る
者
で
あ
る
。
藪
抄
（
八
）
、
栄
意
注
（
一
九
）
、
宣
抄

（一

�
j
、
近
抄
（
二
閥
）
、
三
抄
（
三
二
）
の
如
き
は
こ
の
要
望
に
対
え
た
も

の
と
云
え
る
。
而
し
て
、
藍
抄
、
遂
事
注
の
註
釈
学
が
不
振
に
陥
っ
た
の
に
、

清
家
独
り
栄
え
た
の
は
ど
う
し
て
か
。

　
④
　
　
『
中
世
法
制
史
料
集
』
一
、
二

四
　
清
家
式
図
註
釈
学
の
価
値

　
他
の
式
目
註
釈
諸
家
が
不
振
に
陥
っ
た
後
も
、
溝
象
独
り
そ
の
名
声
を
維
持

し
得
た
の
は
何
故
か
。
思
う
に
、

一
　
満
家
は
前
代
以
来
数
百
年
に
亙
り
経
史
を
専
門
と
す
る
博
士
家
で
累
世
、
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漢
籍
を
蒐
集
し
書
写
し
、
或
は
述
作
し
、
そ
の
今
日
に
清
家
本
と
し
て
伝
は
る

も
の
紗
し
と
し
な
い
。
嘗
…
賢
も
多
く
経
学
の
述
作
を
し
た
か
、
孝
経
抄
、
孝
経

　
①

秘
抄
が
今
聞
に
伝
は
る
。
中
に
は
彼
の
自
筆
本
も
あ
る
。
宣
賢
の
「
倭
朝
論
鈴
」

に
は
、
清
家
に
は
神
代
以
来
の
書
籍
が
五
車
あ
っ
た
が
、
そ
の
悉
く
が
塔
黒
海

で
焼
失
し
た
と
嘆
じ
て
い
る
が
、
尚
多
く
の
蔵
書
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼

の
式
霞
抄
に
は
多
く
の
和
漢
書
を
引
用
し
て
い
る
。
此
等
の
諸
書
の
悉
く
は
舶

載
さ
れ
た
も
の
か
、
然
ら
ず
ん
ば
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
学
問
を
愛

し
、
然
も
こ
れ
に
堪
え
る
資
力
が
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
唯
一
人
の
よ
く

す
る
所
で
は
な
い
。
累
代
相
承
し
て
累
積
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
（
清
家
一
流
は

学
問
の
家
柄
で
そ
の
族
人
は
よ
く
書
写
に
つ
く
し
た
。
筆
法
二
室
町
幕
府
法
編

集
の
時
、
　
「
清
元
定
」
の
追
加
法
集
を
見
た
。
予
定
の
事
績
を
調
べ
た
ら
、
彼

の
書
写
し
た
も
の
は
、
蕾
に
追
加
法
集
の
み
で
な
く
、
諸
典
に
亙
り
、
そ
の
今

日
に
伝
は
る
も
の
の
多
い
の
に
驚
い
た
。
）

　
令
試
み
に
、
宣
抄
に
引
用
す
る
和
漢
書
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
漢
籍
付
仏
書

　
詩
経
（
郷
玄
註
）
・
書
意
・
易
経
・
曲
礼
（
闘
訟
）
・
礼
記
・
孝
経
・
大
学
・
論
語
・

　
察
語
・
孟
子
・
国
語
・
老
子
・
荘
子
・
管
子
・
韓
非
子
・
六
三
・
左
伝
・
史

　
記
・
漢
書
・
後
漢
書
・
唐
書
・
群
書
治
要
・
貞
観
政
要
・
野
選
・
説
文
・
韓

　
詩
外
俵
・
賞
募
新
書
・
広
絢
・
玉
篇
・
像
法
決
疑
経
・
浬
薬
理
・
華
厳
経

　
神
器

　
日
本
書
紀
・
日
本
欝
欝
疏
・
著
妻
鏡
・
禁
秘
抄
・
給
原
抄
・
尺
素
往
来
・
倭

　
漢
朗
詠
集

　
法
書

　
聖
徳
太
子
十
七
条
憲
法
・
令
義
解
（
姶
藁
論
難
畿
鴬
餅
ビ
畑
が
臓
履
鍵
輝
額
隔
威

　
秘
制
闘
騨
糊
炉
瀬
ボ
）
・
大
宝
律
令
・
養
老
律
令
二
一
一
代
格
式
・
弘
仁
上
裳
．
刑
部

　
式
・
新
令
私
記
・
法
蓮
勘
状
・
法
曹
至
要
抄
・
裁
判
要
決
・
簡
要
抄
・
沙
汰

　
未
練
書
・
建
武
式
目

　
而
し
て
、
宣
賢
の
式
目
註
釈
学
は
祖
父
常
忠
の
説
を
紹
述
大
成
し
た
の
で
あ

る
か
ら
、
応
仁
乱
に
古
来
の
蔵
書
を
悉
く
焼
失
し
た
と
は
云
え
、
蒐
集
書
写
に

つ
と
め
、
難
壁
大
な
る
蔵
書
が
あ
り
、
こ
れ
を
読
み
習
っ
た
と
す
べ
ぎ
で
、
こ

れ
を
式
臼
註
釈
に
用
い
当
時
の
式
目
註
釈
学
の
要
求
た
る
漢
学
訓
難
山
を
確
立

し
た
の
で
あ
る
。

　
①
　
阿
部
隆
一
「
室
町
時
代
邦
人
撰
述
孝
経
註
釈
得
考
」
『
大
倉
由
論
集
八
』

　
　
二
二
一
一
二
四
五
頁
。

二
　
式
目
註
釈
学
が
律
令
法
と
比
較
す
る
比
較
法
学
的
研
究
の
段
階
と
な
る
と
、

公
家
法
に
通
暁
す
る
必
要
が
あ
る
。
明
法
家
は
丁
霊
・
坂
上
の
二
馬
で
あ
っ
た

が
、
い
つ
し
か
二
家
は
不
振
に
陥
っ
た
。
然
る
に
、
清
家
は
公
家
法
に
も
通
暁

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

三
　
次
に
清
原
茂
と
鎌
倉
幕
府
の
関
係
を
騰
る
に
、
中
原
．
大
江
．
三
善
等
よ

り
は
稽
々
お
く
れ
た
が
、
教
隆
（
正
治
工
年
生
、
参
河
守
、
丈
永
二
年
七
月
十
八
爲
卒
、
六
十
七
鍛
）
は
崇
尊
親
王
に
随
っ
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て
鎌
倉
に
下
り
、
建
長
四
年
四
月
、
幕
府
の
引
付
衆
に
加
は
っ
た
。
鎌
倉
に
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

け
る
彼
の
消
息
も
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
は
引
付
衆
を
辞
任
後
京
都
に
帰
住
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
、
爾
後
濡
原
氏
の
族
人
で
鎌
倉
幕
府
に
仕
え
た
者
も
多
く
、
従
っ
て
、
清
原

氏
は
亦
武
家
法
制
に
も
通
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
①
三
浦
周
行
『
続
法
制
史
の
研
究
』
八
九
入
i
九
〇
二
頁
。

　
③
　
前
掲
一
六
解
説
中
の
清
原
系
麟
参
看
。

四
　
何
れ
の
職
業
で
も
同
じ
で
あ
る
が
、
特
に
学
問
を
世
業
と
す
る
家
柄
で
は
、

後
継
者
に
英
俊
な
る
巻
が
出
る
か
、
然
ら
ず
と
も
先
緒
を
墜
さ
な
い
よ
う
努
力

す
る
者
が
居
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
忽
ち
に
し
て
不
振
に
陥
…
る
も
の
で
あ
る
。
然

る
に
溝
原
氏
に
は
よ
く
祖
業
を
紹
述
し
、
家
名
を
維
持
し
、
更
に
こ
れ
を
高
め

る
こ
と
を
心
掛
け
た
着
が
相
次
い
で
現
は
れ
た
。

　
　
　
　
①

　
碧
山
臼
録
に
本
朝
儒
家
に
ば
、
溝
原
・
中
原
・
鷲
原
・
大
江
・
藤
原
の
南
、
式

二
家
・
三
善
の
患
家
が
あ
っ
て
、
各
々
そ
の
世
業
を
伝
え
て
来
た
。
此
等
七
家

の
中
に
は
先
緒
を
墜
す
こ
と
な
く
教
擾
を
続
け
た
家
柄
も
あ
る
が
、
中
に
は
不

心
得
に
も
学
を
怠
り
、
家
伝
を
廃
し
た
も
の
も
あ
り
、
或
は
嗣
な
く
、
僅
か
に
、

そ
の
名
を
の
み
存
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
独
り
清
餐
は
常
忠
（
艦
）
が
研
鑛
怠

る
こ
と
な
く
、
深
く
儒
学
に
通
じ
論
語
・
尚
雷
・
左
聡
警
及
び
諸
等
の
講
鑓
を

醐
く
の
で
「
天
下
学
者
皆
師
レ
之
、
以
　
公
嵐
故
　
満
家
之
学
大
興
也
」
と
あ
る
如

く
、
満
原
氏
の
家
学
を
中
興
し
た
の
は
宣
賢
の
祖
父
常
忠
で
あ
る
。
彼
は
亦
式

目
註
釈
学
に
も
精
通
し
た
の
で
人
々
は
そ
の
講
義
を
聴
い
た
。
康
富
記
宝
徳
三

年
七
月
二
藏
条
に
、
常
忠
は
飯
尾
肥
前
入
道
邸
で
式
目
の
講
義
を
し
た
と
あ
る
。

陪
席
す
る
巻
は
康
富
記
の
筆
者
の
外
に
間
遮
所
の
官
人
底
面
門
・
與
左
衛
門
等

が
居
た
。
宣
抄
（
同
系
本
堂
之
）
に
は
寛
正
六
年
七
月
五
爵
、
常
忠
は
細
川
勝
元
の
懇

請
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
講
じ
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
式
臼
講
義
の
初
例
で
、
一
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

兼
良
よ
り
早
い
と
云
っ
て
い
る
。
宗
賢
三
組
に
は
常
忠
の
子
宗
賢
亦
、
前
管
領

畠
山
政
長
の
た
め
に
こ
れ
を
講
じ
た
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
政
道
に
熱
心
な
る

武
将
が
、
政
治
の
本
質
を
知
る
た
め
に
、
式
爵
を
選
ん
だ
と
す
べ
き
で
あ
る
。

更
に
、
次
の
如
き
塩
蔵
す
べ
き
史
料
も
あ
る
。
天
正
申
六
年
枝
豆
奥
書
の
宣
賢

式
目
抄
の
枝
賢
奥
書
は
、
細
川
幽
斎
の
産
め
に
よ
り
、
豊
北
の
記
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
は
、

　
右
式
制
者
、
准
晶
格
条
一
将
相
御
政
務
之
律
令
也

と
云
い
、
式
昆
は
武
家
政
治
の
原
期
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
陽
明
濁

乱
、
永
禄
二
年
藁
筆
露
筆
の
「
藤
蔓
目
菱
（
近
抄
二
四
）
は
そ
の
奥
書
で
わ
か
る

よ
・
）
に
、
丹
州
太
守
松
永
長
頼
が
溝
雄
蕊
秘
伝
の
式
目
註
釈
霞
の
転
写
本
を
求

め
た
の
で
、
こ
れ
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
邊
か
に
時
代
は
下
る
が
、
浅
井
氏
（
諜
）
は
秀
頼
の
政
治
家
と
し
て
の
教
本
と

・
て
誉
仮
名
差
）
を
枝
賢
の
孫
で
屡
の
子
で
あ
・
盤
景
拶
馨

し
め
て
い
る
。

　
①
碧
出
臨
録
　
長
禄
三
年
四
月
廿
憲
日
条
。

　
②
　
　
珈
爪
賢
鋼
詫
　
　
論
叉
明
一
二
年
嶋
ハ
日
〃
十
一
臼
条
。
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③
　
慶
長
澤
件
録
　
慶
長
八
年
八
月
九
日
条
、
累
年
十
月
三
日
条
。

　
以
上
の
諸
事
実
は
、
式
鼠
註
釈
書
が
武
家
政
治
の
政
治
学
と
な
っ
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
式
目
が
裁
判
の
書
よ
り
政
治
学
の
書
と
な
る
と
、
単
な
る
法
条
の

文
理
解
釈
で
は
事
足
り
な
い
。
律
令
算
式
や
法
曹
評
説
と
比
較
対
照
す
る
比
較

法
学
と
な
り
、
法
令
が
漢
文
で
あ
る
所
か
ら
、
漢
学
の
訓
誰
学
と
な
る
。
こ
の

学
的
傾
向
に
対
応
し
、
よ
く
そ
の
要
望
に
対
え
得
る
も
の
は
已
に
述
べ
た
如
く
、

清
家
を
措
い
て
他
に
な
い
。
藏
に
、
満
強
姦
臼
註
釈
学
の
意
義
と
価
値
が
あ
る
。

　
次
に
、
清
家
式
目
註
釈
学
の
注
目
す
べ
き
点
を
挙
げ
る
。
式
濁
が
五
一
ヵ
条

に
組
成
さ
れ
た
の
は
陰
陽
説
の
影
響
で
あ
り
、
聖
徳
太
子
十
七
条
憲
法
に
淵
源

す
る
と
は
、
諸
註
釈
書
の
略
一
致
し
て
認
め
る
所
で
あ
る
。
式
鶏
条
文
を
五
　

ヵ
条
に
し
た
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。

　
式
目
条
文
中
に
別
項
の
規
定
が
「
兼
又
、
又
、
次
、
附
－
事
」
等
と
し
て
ま

と
め
ら
れ
た
も
の
が
何
条
か
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
已
に
、
三
浦
周
行
博

①士
に
詳
細
な
る
研
究
が
あ
る
が
、
宜
抄
は
夙
に
こ
の
事
に
注
目
し
た
。
即
ち
式

国
四
条
に
「
次
犯
科
人
田
畠
在
家
井
妻
子
資
財
事
、
於
重
科
貯
蓄
老
逮
」
に
於

い
て
、
宣
抄
は
「
於
重
科
之
輩
ト
云
上
二
右
ノ
字
ノ
ア
ル
ヤ
ウ
ニ
思
見
ベ
シ
」

と
云
い
、
一
六
条
の
「
次
以
同
没
収
之
地
称
本
領
主
訴
申
事
、
当
知
行
直
人
依

有
其
過
遮
」
に
於
い
て
も
亦
「
豪
知
行
ノ
上
二
右
ノ
字
ヲ
置
テ
見
ベ
シ
」
と
云

い
、
三
二
条
「
次
被
停
止
守
護
使
入
部
事
、
同
悪
党
遥
、
同
ト
云
字
ノ
上
計
石

ノ
掌
ヲ
置
テ
心
加
得
ベ
シ
」
と
云
う
の
は
条
文
雄
…
成
に
無
理
の
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
も
の
と
云
え
る
。
尤
も
、
六
条
の
門
次
世
帯
本
所
挙
状
致
越
訴
薯
、
諸
国
庄

園
井
神
社
仏
寺
領
遥
」
七
条
「
次
代
々
御
成
敗
鞍
置
擬
申
乱
事
依
無
数
理
遥
」

三
四
条
「
次
於
道
路
辻
捕
奇
事
、
於
御
家
人
者
逮
」
第
四
三
条
目
畳
叩
豪
知
行

所
領
無
指
寄
申
給
安
堵
御
下
文
事
、
若
湯
其
次
遣
し
に
つ
い
て
は
、
宣
抄
に
は

何
等
述
べ
て
な
い
。

　
式
目
に
は
同
一
内
容
の
規
定
が
重
複
し
て
別
条
に
立
て
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
。

七
条
の
「
前
称
量
祖
之
本
巣
於
蒙
御
裁
許
者
述
」
は
、
一
六
条
三
項
の
「
次
以

同
没
収
之
地
称
本
領
主
訴
申
事
遥
偏
と
同
一
事
項
で
あ
る
。
一
六
条
は
承
久
備

後
の
所
領
規
定
で
あ
る
と
は
云
え
、
こ
の
三
項
は
直
接
乱
後
の
善
後
処
置
に
関

係
が
な
い
か
ら
、
宜
し
く
七
条
に
包
含
せ
し
め
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
宣
抄
は

こ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
な
い
が
、
八
条
の
「
難
帯
御
下
文
島
陰
知
行
経
年
序
所

領
事
」
は
、
四
三
条
の
「
椋
給
御
下
交
之
輩
、
錐
帯
彼
状
愚
婦
用
偏
と
同
情
で
、

四
三
条
の
「
椋
給
御
下
交
語
輩
」
の
下
に
「
為
誠
後
人
可
被
没
収
所
領
ナ
ト
カ

ク
ベ
キ
也
」
と
説
明
す
る
。
式
目
九
条
「
謀
叛
人
事
、
右
心
穏
之
趣
、
兼
臼
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
縫
）

定
鰍
、
且
任
先
例
、
且
依
謹
撰
可
遡
行
之
」
は
三
三
条
「
強
翌
週
盗
罪
科
嘉
付
放

火
入
事
右
心
有
断
罪
之
先
例
、
何
及
天
華
之
新
儀
乎
、
次
放
火
馬
田
、
准
拠
盗
賊

宜
令
禁
忌
　
」
と
共
に
刑
量
の
規
定
が
な
い
。
先
例
、
新
型
に
よ
る
べ
し
と
云
う

の
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
見
地
か
ら
甚
だ
不
備
な
法
文
で
あ
る
。
宣
賢
は
「
先

侮
漏
を
解
し
て
、

　
先
例
ト
一
律
ノ
文
に
濡
濡
ラ
ル
・
如
ヲ
云
、
人
ハ
代
々
罪
科
ノ
先
例
タ
ル
ペ
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式目註釈魯について（池内）

シ
・
暁
儀
ト
ハ
先
例
ト
イ
フ
ト
モ
行
・
カ
タ
キ
毒
ア
ル
ヘ
シ
、
傍
時
宜
キ
晶

　
賄
閃
テ
行
フ
ヘ
シ
ト
也
、
律
A
¶
格
式
ノ
心
是
也
、

と
先
例
と
は
律
を
指
す
の
で
、
謀
叛
は
「
法
意
ニ
ハ
八
虐
ノ
内
第
三
謀
叛
ヲ
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

タ
リ
（
戸
r
）
賊
盗
律
云
、
謀
叛
者
絞
已
上
道
者
重
斬
子
中
流
臨
」
に
嘉
る
と
す
る
。

式
尽
二
二
「
父
母
所
領
配
分
之
時
、
難
非
義
絶
不
譲
与
成
入
子
息
事
」
の
門
少

分
」
は
ど
の
程
度
か
不
明
で
あ
る
が
、
宣
賢
は
こ
れ
を
解
し
て
「
五
分
一
ヨ
リ

少
ク
ア
テ
カ
イ
置
籏
云
心
也
」
と
し
て
い
る
。
二
六
条
「
譲
所
領
於
女
子
給
安

堵
御
下
文
之
後
、
悔
還
其
領
譲
与
他
子
息
事
」
の
「
可
任
父
縁
意
之
由
、
具
以

載
先
条
実
題
の
「
先
条
」
は
宣
賢
は
二
〇
条
を
指
す
と
云
う
。

　
三
〇
条
「
遂
森
羅
輩
不
相
待
御
成
敗
執
進
権
門
書
状
馨
し
の
門
庭
中
」
に
、

そ
の
臼
数
を
云
っ
て
な
い
が
、
宣
賢
は
二
九
条
に
二
十
臼
と
す
る
か
ら
、
こ
れ

を
准
処
す
べ
き
で
あ
る
と
云
う
。
三
七
条
「
関
東
御
家
人
申
京
都
墾
補
傍
宮
所

領
上
司
事
偏
の
「
而
近
年
以
降
」
を
解
し
て
「
近
年
ハ
三
条
ニ
ア
リ
、
正
治
元

集
懸
期
）
以
来
・
近
年
ト
指
へ
姦
」
と
し
て
い
る
。
沓
委
の
構
嚢
述
の

不
足
、
前
後
条
文
の
照
応
に
つ
い
て
、
ま
た
、
法
理
の
驚
歎
に
於
い
て
幽
田
一
抄
に

は
尚
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
か
く
宣
抄
を
始
め
と
し
て
清
家
の
、
武
臼
註
釈
学

は
馨
に
漢
学
の
訓
才
学
に
止
ら
ず
、
公
家
法
制
と
比
較
す
る
比
較
法
学
で
あ
り
、

そ
の
間
式
目
の
実
施
・
改
訂
補
充
を
示
す
追
加
法
令
を
8
1
温
し
、
更
に
各
法
条

間
の
関
連
、
内
容
を
論
ず
る
等
、
何
れ
の
点
か
ら
見
て
も
他
式
目
註
釈
家
の
企

て
及
ば
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
が
清
家
式
目
註
釈
学
が
式
目
註
釈
学
の
本
宗

と
な
っ
た
所
以
で
あ
る
。

　
①
　
三
瀬
周
行
『
続
法
野
史
研
究
』
九
六
七
i
九
七
一
頁
。

む

す

び

　
式
目
註
釈
書
の
調
査
で
は
式
翼
原
本
の
探
究
、
従
っ
て
式
鼠
原
文
の
復
元
、

中
世
の
思
想
史
・
漢
学
・
国
語
学
の
学
問
史
等
、
尚
多
く
の
問
題
を
残
す
が
、

こ
れ
ら
の
言
明
は
現
在
の
私
に
は
出
来
て
な
い
。
上
に
述
べ
た
こ
と
も
独
断
が

多
い
と
思
う
。
誤
れ
る
所
は
改
め
る
に
吝
か
で
な
い
か
ら
何
卒
御
示
教
下
さ
い
。

　
終
に
、
こ
の
調
査
の
た
め
貴
重
図
書
の
閲
覧
や
撮
影
に
御
飾
窟
を
・
与
え
下
さ

っ
た
所
蔵
者
告
位
に
対
し
謹
ん
で
謝
意
を
表
す
る
と
共
に
、
永
年
楡
る
こ
と
な

く
御
指
導
賜
わ
り
た
る
牧
健
二
先
生
、
懇
切
に
史
料
を
お
教
え
下
さ
っ
た
佐
藤

進
一
先
生
の
高
恩
を
謝
す
る
。
　
　
　
（
昭
和
三
七
．
三
．
＝
一
葦
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
世
法
醗
史
研
魏
嶽
）
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oa　Carrages　and　Dress輿羅艮志”in’f‘Hou－Ha’n－Sh”後漢書，”trace

the　fittest　ones　iR　the　pictoi’ial　and　sculptural　materials，　and　ar－

range　thern　into　a　kind　of　corpus．

　　Fig．　i……Tst，1陵，　Fig。2……ノ協6η鑑，　Fig．3……C〃α㎎．feuan．長冠，

and　Ch’uehプfei－kuan谷賜1三冠，　Fig．4……Wei．mao．feuan委貌冠，　Fig．5．

…… o’i－pien皮弁，　Fig．6……Chueh－pien爵弁and　Wei－pien章弁，己

Fig．7……T’％㎎一t’ien－leuan通天冠，　Fig。8∴…・Chin－hsien－kuan進賢冠．

gnd　Ch’ueh－ti．leasan郡敵冠，　Fig．9……Tsu．PZt．leuan系簸布冠，　Fig．10…

…Fα．伽伽法門，Fig．11……Wa－kuan三冠，　Fig．12……Chien－hz｛a．feuan．

建響町，Fig．13……Fau－le’uai－kuan奨櫓冠，　Fig．17……Chin巾，　Fig．

18……．乙i笠，Fig．14－16……are　not　identified　with　the　names　of

Han｝es一；Fig．　1，　2，　7，　11　have　already．　been　identified　by　Mr．　Yo－

shi　to　Harada　and　others　by　the　wrlter　for　the　first　time．

On　the　notes　of　“　Shifeimofeu　”

by

Yoshisul〈e　lkeuchi

　　The　present　paper　deals　with　the　writer’s　informati．ons　on　the・

systematic　arrangement　and　bibliography　due　to　some　references．

which　were　researched　during　editing　the　history　of　laxv　in　the

middle　age　of　Japan，　vol．　1　（law　of　the　“　Kamakura”　Shogunate）．

no．　2　（compilation　of　supplementary　law）．　Why　did　the　annota－

tion　of　”Shifeimofeu”　become　popular　’from　the　last　period　of

“Maromachi”　when　“Shifaimofezt　”　lost　its　effect　as　an　active　law？’

　　Why　did　the　way　of　annotatioR　not　a｝ways　belong　to　so－called

“the　history　of　law　”　but　an　exegetics　like　Chinese　classics　？　How

many　lineages　were　there　among“S励珈。々％”annotators　？W1ユy

did　only　”Seifee”　lineage　develop　after　other　lineages，　“lio”　aRd

“　Saitb　”，　had　declined　？　This　seems　to　depended　upon　the　method．

of　family　study　of　”　Seike　”．

　The　writer　is　very　sorry　to　find　that　the　present　paper

many　logical’　errors，　so　he　hopes　some　advancement　in　the

sent　papey　throtigk　guidances　of　yeaders．

（　866　）
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